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                                 別紙 

 

仕 様 書 

 

１．施設の概要に関する事項 

（１）名称及び所在地・建築物（敷地）の概要 

  名 称   神戸市立洞川教育キャンプ場 

  所在地   神戸市北区山田町下谷上字中一里山４番地１ 

敷地面積  38,008.517㎡ 

  建物設備等 総合管理棟 １棟（298.12㎡）、 シャワー施設、野外活動施設 等 

 

（２）施設の運営方針 

① 施設設置の趣旨及び令和９年度以降の運営方針 

神戸市立洞川教育キャンプ場は、自然環境の中での野外活動及び集団生活を通じて、

青少年の健全な育成を図るとともに、野外活動の指導者の育成を図ることを目的とした

施設である。 

 令和９年度以降の施設運営においては、施設の設置目的を踏まえ、青少年のための野 

外活動の場としての機能を重視し、市内学校園の利用が見込まれる平日や、青少年の利

用需要が高い週末及び夏季等の学校休業期間を中心に、効率的かつ効果的な運営を行う

ものとする。 

 ② 管理運営の実績 

 ・年間利用者数  

   R6年度 4,908人 R7年度 4,966人 

 ・テントサイト利用率  

   R6年度 28.7％ R7年度 28.4％ 

※各エリア（川・太陽・森）毎の利用日÷開場日×100より算出 

 ・キャンプ事業参加者数  

   R6年度 398人 R7年度 441人 

・アンケート調査等の利用者満足度（満足・やや満足と答えた人の割合） 

  R6年度 100％ R7年度 99.4％ 

 

２．業務の範囲に関する事項 

（１）指定管理者が行う業務 

（指定管理業務） 

① 洞川教育キャンプ場の運営及び維持管理に関すること。 

② 洞川教育キャンプ場条例第３条に規定される事業の実施に関すること。 

 ③ 「施設及び設備の維持管理に関する仕様書」（別紙）に記載する指定管理者の業務  

に関すること。 

（自主事業） 

 ④ キャンプ事業等の自主事業の実施に関すること。 

  

（２）市が行う業務 

① 行政財産の目的外使用許可に関すること。 

② 「施設及び設備の維持管理に関する仕様書」（別紙）に記載する市の業務に関する  
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こと。 

③ 審査請求に対する裁決など、法令により地方公共団体あるいは長に専属的に付与さ

れた行政処分の権限の行使に関すること。 

 

３．管理の基準に関する事項  

（１）利用時間及び休場日 

① 利用時間 

・宿泊を伴うもの   午後２時 30 分～翌午後２時 

 ・宿泊を伴わないもの  午前９時～午後４時 

② 休場日 

・年末年始（12月 29 日から翌年の１月３日まで） 

・学校関係団体又は青少年団体の利用のない平日（神戸市教育委員会が定める春季、夏

季及び冬季の休業期間や祝祭日は除く） 

・その他、施設の点検・修繕等により特に必要と認める日 

利用時間及び休館日は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市と協議して

変更することができる。 

（２）人員配置の基準 

① 職員配置の考え方 

職員体制は、業務責任者（施設長）１名と職員１名以上で構成した上で、雇用形態（非

常勤職員、パートタイム等）や勤務時間等については、指定管理者の裁量とするが、施

設の円滑な運営に支障が生じないよう十分配慮すること。 
② 職員の要件 

業務責任者には、当該業務の管理運営に必要な知識、技能、資格、また組織運営の管

理能力と経験を有する者を配置すること。なお、野外活動施設及び青少年施設の管理運

営業務や自然体験事業実施経験を有する職員であることが望ましい。 
野外活動の指導者育成の観点から、青年リーダー（神戸市野外活動指導者協議会等）

と連携し、施設の管理運営を行うこと。 
指定管理者は、組織図及び業務分担表を年度当初に市に提出しなければならない。 

③ 人員の配置 
利用者がいる場合は、１名以上を現地に配置すること。 

④ 職員の資質向上 

指定管理者は、職員の育成のため、計画的、系統的な研修を実施すること。また職員  

に必要な外部研修等を受講させること。 

ア 接客のためのビジネスマナー研修の実施 

イ 個人情報保護に関する研修の実施 

ウ 市民救命士資格の取得研修の受講 

エ 自然体験活動や青少年育成に関する研修会への参加 

⑤ その他（配置する職員に求める資格等） 

ア 「防火管理者」の資格取得者を１名配置すること。 

イ 保守点検業務は、各種法令を遵守し資格が必要な場合は、資格取得者を配置するこ  
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と。 

（３）利用申込・受付に関する事項 

① 利用の受付は、電子メールを含め、ICT を用いた利用申込者の負担の少ない方法を始

め、電話やＦＡＸ、窓口申込等にて、先着順や抽選などによる公平な方法で行うこと。 

（参考：現在の受付時間 平日 10 時～20 時、日祝日 10 時～16 時） 

予約受付後は、使用許可申請書を電子メール、ＦＡＸ等の方法により、すみやかに提

出させること。 

② 団体別の受付開始日を下記のとおりとし、利用の申し込みを受け付けること。 

ア 市内の学校又は青少年団体：利用予定日の３か月前の日に属する月の初日から受

付開始 

イ 市外の学校又は青少年団体：利用予定日の２か月前の日に属する月の初日から受

付開始 

ウ 上記以外（神戸市立洞川教育キャンプ場条例（以下、「条例」という。）第５条第３ 

項第２号に該当する団体）：利用予定日の１か月前の日に属する月の初日から受付

開始 

  

（４）利用許可の基準 

  指定管理者は、下記のいずれかに該当するときは、条例第６条第２項に基づき、使用の   

許可をしないことができる。 

① キャンプ場の管理運営上支障があると認められるとき。 

 ② 条例第６条第１項に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。 

 

（５）利用料金等の徴収関する事項 

① 利用料金の徴収 

利用料金は確実に利用者から徴収すること。公立学校・公共団体は、後納を可能とす

ること。また、キャッシュレス決済による利用料金の支払いに対応すること。 

具体的には、以下①～③全ての仕様を満たすキャッシュレス決済手段について、指 

定管理者が各決済事業者と契約し、決済手数料も負担すること。 

【キャッシュレス決済手段の仕様】 

ア クレジットカード：VISA、MasterCard、JCBを含む 

イ 電子マネー：交通系IC決済（ICOCAは必須）含み３規格以上 

※交通系IC決済はまとめて1規格として計上 

ウ QRコード：PayPay、d払い、auPAY、楽天Payを含む 

② 既納の利用料金の返還 

既納の利用料金の返還は、以下の場合に行い、返還する額についても以下のとおり    

とする。 

ア 天災その他不可抗力により施設を使用できないとき。 全額 

イ 施設の管理運営上の都合により施設が運営できないとき。 全額 

ウ 指定管理者が特に必要があると認めるとき。 指定管理者が必要と認める額 
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（６）施設及び設備の維持管理に関する事項 

施設及び設備の保守管理、安全点検、衛生管理、修繕は指定管理者の責任とする。 

「施設及び設備の維持管理に関する仕様書」（別紙）に基づき、効果的、効率的な施  

設管理を実施すること。 

施設の不具合、備品の劣化等の保守点検を行い、常に利用者が満足できる環境と備品  

の管理を行い、安全で快適なサービスが出来るように巡視し、必要な作業を行うこと。  

① 各種保守点検業務 

関係法令を遵守し、「施設及び設備の維持管理に関する仕様書」別紙-１「対象設備・ 

施設概要」に記載されている保守点検対象設備・施設に関して、別紙-３「法定・定期点  

検項目及び点検周期一覧表」に基づき、法定点検、定期点検を実施し、性能及び美観を 

維持するように努めること。 

消火器の点検を１年毎に行うこと。 

② 備品管理 

備品・工具は、適切な状態で保持されるようにし、適宜メンテナンスを行い、工具は、

故障や漏電がないか確認した上で利用者の安全に注意して使用すること。 

③ 修繕業務  

施設内の設備については、運転監視、保守、日常点検を行い、不具合については発見

次第、修繕方法や修繕時期を検討するとともに、修繕台帳を作成すること。 

 

（７） 清掃、警備に関する事項  

① 清掃 

日常業務として、総合管理棟、便所（汲み取り式トイレの管理を含む）、炊さん場、通

路、側溝、炊事場、食堂等の清掃を行うこと。 

また、ゴミについては、集積、保管を行うとともに、可燃、不燃、粗大ごみ等の分別を

適切に行うこと。 

あわせて、必要に応じて害虫駆除を実施すること。 

 

 ② 除草作業、枯葉清掃 

 通路の安全確保及び害虫対策（ヘビ、ハチ等）のため、通路及びその周辺について定   

期的（年3～4回程度）に除草作業を行うこと。 

また、秋から冬にかけては、枯葉の清掃を定期的に行うこと。 

 

 ③警備 

 利用者の事故やトラブル等を未然に防止するため、施設内を定期的に巡回し、安全な

利用を阻害する行為に対して、監視、注意喚起及び指導を行うこと。 

特に幼児、児童及び青少年の安全確保のため、不審者の侵入については監視カメラの活

用等により十分注意するとともに、発見した場合は適切に対処し、必要に応じて警察、

消防及び所管課へ連絡すること。 

 

④施錠 

利用前後の門の開錠と施錠、総合管理棟、トイレなどの施錠、開錠を的確に行うと  

ともに、管理事務所にキーボックスを配置するなどして鍵の管理を適切に行うこと。 
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（８） 安全管理に関する事項 

① 利用者の安全確保 

暴風雨、豪雨、地震発生等の場合は見回りをした上で、必要に応じ利用者を安全な 

場所へ避難させること。その後、指定管理者による安全点検を行い、安全を確認でき  

ない場合は、安全が確認できるまで施設を閉場すること。 

施設内にＡＥＤを設置すること。（費用は指定管理料に含む） 

災害の未然防止のため、普段から環境整備等のデイワークに取り組むこと。 

 

② 警報発令時の対応 

  神戸市北区に大雨、洪水、暴風警報のいずれかが発令されているときは、警報解除 

後、指定管理者による施設の安全点検が終了するまで施設を閉場すること。また、  

利用中に上記のいずれかの警報が発令された場合は、速やかに利用者を場外の安全な

場所に誘導すること。（職員が場外は危険と判断した場合は、総合管理棟に一時避難す

ること。） 

 

 ③ 事故等緊急時の対応   

利用者の急な怪我・病気等に対応できるよう、近隣の医療機関と連携し、緊急時に 

は応急処置を行い、速やかに救急病院への搬送と家族・関係者へ連絡を行うこと。 

事故等の緊急事態が発生した場合は、速やかに所管課等関係機関に連絡し、現状報 

告と経過報告を行うこと。 

年度当初に緊急事態発生時の事故処理対策書を作成し、その対応について職員・ス  

タッフで共有すること。 

また、年度当初に指定管理者は責任体制を明確にした緊急連絡網を構築し、緊急連 

絡先を所管課へ提出すること。 

 

④ 危険木の点検及び伐採 

枯れ木及び危険木については、日常巡視および定期点検により早期把握を行い、そ

の危険度に応じて、伐採、枝払い、立入規制等の必要な対策を講じること。特に利用

者の活動区域（テントサイト、食堂施設周辺、広場等）については重点的に管理を行

い、事故の未然防止を図る。 

維持管理にあたっては、森林ボランティア等との連携により、軽微な伐採や林内整

備を実施し、コストの縮減と安全対策の両立を図る。ただし、倒木の恐れが高い危険

木や高所作業を伴う伐採等については、作業の難易度や危険度、ボランティアの技能・

経験も踏まえ、ボランティアによる対応の可否を適切に判断し、必要に応じて専門的

知見を有する者による対応とするなど、安全性の確保を最優先とする。 

枯れ木の伐採について、指定管理業務における修繕費での対応が困難な場合は、速

やかに市へ報告し、対応について協議するものとする。 

さらに、危険木が認められる場合は、当該箇所への立入りを防止するため、利用停

止措置やロープ・看板の設置等、安全確保のための必要な措置を講じること。 

 

（９）情報公開に関する事項 

  指定管理者は、管理運営にかかる業務に関して保有する情報の公開について、神戸市 
情報公開条例の趣旨に則り、本市の指示のもと必要な措置を講じなければならないもの 

とする。 
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（10）帳簿等の備置 

施設の管理運営について年度ごとに収支予算書を作成し、市の承認を受けなければな 
らない。また、収支を明らかにした帳簿を常に整備するとともに、毎年度終了後、30 日  
以内に事業報告書及び収支決算書を市に提出し、その承認を受けなければならない。 
なお、指定管理業務と自主事業に係る収支は分けて報告を行うこと。 
 

(11) 要望等の記録及び事故報告に関する事項（詳細は別紙１－２） 

 市民からの要望等に対しては要望者の立場に立ち、誠実かつ丁寧な対応に努めるとと

もに、「神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例」第８条の「記録

の例外」に該当する要望等を除き、重要な要望等については記録し所管課に報告・協議す

るとともに、指定管理者の責任により対応すること。 

 

(12) その他 

① 神戸市野外活動ジュニア指導者協議会との連携 

  神戸市野外活動ジュニア指導者協議会の主体事業の支援やデイワーク、利用者への  

プログラム支援等について、同協議会と協働して実施し、利用環境の向上を図るとと 

もに、同協議会会員の社会参画の促進に積極的に取り組むこと。 

 

 ② 利用者満足度の向上について 

ア 利用者満足度の向上を確認するため、利用後にアンケートを実施し、その結果を   

分析のうえ、必要な事項から順次改善を行い、利用者のニーズを反映した環境づ 

くりに努めること。 

イ 利用者に対する野営技術の支援や児童への自然体験プログラムの提供について、

神戸市野外活動ジュニア指導者協議会と協働して実施すること。 

ウ 環境整備、清掃及び施設の清潔保持については常に留意し、必要に応じて神戸市

野外活動ジュニア指導者協議会と協働して実施すること。 

エ 炊具その他野外活動に必要な備品の貸出しを行うこと。貸し出しにあたっては、

衛生面に十分配慮すること。（炊さん用具は市の帰属） 

オ 児童用遊具の充実を図るとともに、自然体験活動に活用できるプログラム用備品

及び資料を提供し、利用者の活動内容の充実を図ること。 

カ 利用時間については、宿泊を伴う利用において、前後に利用団体がない場合に限

り、入所時間を午前9時以降、退所時間を午後4時まで延長することについて、適

宜協議のうえ許可することとする。なお、当該延長に係る追加料金は徴収しない。 

 

③  傷害保険への加入について 

 活動中の事故・ケガ等に備えるため、傷害保険等に加入すること。 

※現在、施設賠償責任保険及び傷害保険等の保険については，「賠償責任保険」 

（補償金額 対人賠償 1事故につき 1億円 令和8年度掛金 55,600円）と 

「レジャー・サービス施設費用保険（食虫毒事故以外）」（被災者対応費用:1事故につ

き500万円限度、被災者傷害見舞費用 令和8年度掛金 1,550円）に加入しています。 
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４．物品の貸与及び管理に関する事項 

(1) 市が貸与する物品 

神戸市は，現在保有する備品等を無償で指定管理者に貸与する。備品等が経年劣化等

により業務の用に供することができなくなった場合，神戸市は，指定管理者との協議に

より，必要に応じて神戸市の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。なお，

備品等を購入または調達した場合で，指定管理者において固定資産計上したものは，年

度内に市へ寄附するものとする。 

指定管理者が，故意または過失により，前項に規定する備品等を毀損滅失したときは，

神戸市との協議により，必要に応じて神戸市に対しこれを弁償または指定管理者の費用

で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入または調達しなければならない。 

 

 

・市が貸与する主な物品 

  毛布 50 枚 

  シェラフ約 100 本 

  銀マット約 60 本 

  テント（1人用）約 40 本 

  テント（5人用）約 15 本 

 

(2) 指定管理者が準備すべき物品 

指定管理者は，現在保有するもののほか，指定管理者の所有となる備品等を任意によ

り購入または調達し，業務のために供することができるものとする。当該備品等は，指

定期間の終了，または，指定の取消しに際し，原則として指定管理者の責任において費

用負担し撤去するものとする。 

 

(3) 物件所有権の帰属 

神戸市と指定管理者との協議において両者が合意した場合，指定管理者は，神戸市ま

たは神戸市が指定するものに対して，協議により当該備品等を有償または無償で引き継

ぐことができるものとする。 

 

５．施設の経理に関する事項 

  光熱水費等の支払いにおいて、支出の原因である事実が存した期間が年度をまたぐ場

合は、支払い期限の属する年度に支出される必要があることに留意すること。（地方自治

法施行令第 143 条第１項第３号）。 

 

６．指定期間満了後の引き継ぎに関する事項 

指定期間終了又は指定取り消しにより、指定管理者が次期指定管理者に業務を引き継

ぐ際は、下記の点を遵守し、円滑な引継ぎに協力すること。 

（１）指定管理者は、指定期間終了の日までに「次期指定管理者」に対して本仕様書に記  

載する業務に関する引継ぎを行わなければならない。 
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（２）指定期間終了もしくは指定取り消しにより、他の団体に業務を引き継ぐ際は、円滑 

な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等について無償で提供すること。 

（３）自主事業についても、利用者の希望や受益を尊重し、引継ぎについて、次期指定管  

理者と真摯に協議すること。 

（４）指定期間終了の際は、次期指定管理者と共に「業務引継書」を作成のうえ、事務引 

継ぎ完了後に市に対して「業務引継完了報告書」を提出するものとする。 

 

７．自主事業に関する事項 

  下記（２）について事業計画を作成のうえ実施すること。なお、自主事業にかかる経

費は指定管理者の自主財源から支出されなければならず、指定管理料をその経費にあて

ることはできない。自主事業により得た各種事業収入は，指定管理者の収入として受け

取ることができるものとする。また、利用者から料金を徴収するイベントや事業につい

ては、自主事業として企画すること。 

   

 

（１）現在の自主事業 

  別紙「令和７年度自主事業一覧」を参照 

 

（２）提案を求める自主事業 

① 幼小中学生向けキャンプ事業の実施（提案１） 

概ね5歳から中学校3年生までを対象として、次の事項を目的としたキャンプ事業を年

2回以上実施すること。なお、各回において対象学年や宿泊日数を変更することは差し支

えない。 

（ア）洞川教育キャンプ場の自然に触れ、自然を楽しむとともに、その厳しさを体感す

ること。 

（イ）命の尊さや生きる力について学び、プログラムを通じて考える力を育むこと。 

（ウ）キャンプという非日常の生活体験を通して、自立心を養うこと。 

（エ）キャンプ生活を通じて、自然の中で新たな仲間づくりを行うこと。 

現在実施している自主事業のうち、「この指とまれキャンプ」については、これまで神

戸市野外活動ジュニア指導者協議会が主体となって企画し、運営を行ってきた実績があ

る。野外活動指導者の育成の観点から、令和9年度以降においても、指定管理者は当該事

業について予算管理及び安全管理を行うとともに、同協議会への助言等を行い、協力し

て実施すること。 

「この指とまれキャンプ」を含む幼小中学生向けキャンプ事業について、具体的な企画

提案を行うこと。 

 

②六甲の自然を活かした事業等の企画・実施（提案２） 

 ファミリーやグループを対象に、六甲の自然を活かした多様な自然体験プログラム等、施

設の有効活用や野外活動の振興となる事業について企画提案を行うこと。 
（例） 
・親子で参加する自然クラフト・野外料理プログラム 
・企業研修やチームビルディングを兼ねた自然体験 
・季節イベント（紅葉、雪あそび、昆虫観察 等） 
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８．その他（通信環境） 

 ①インターネット環境  

受付付近及び総合管理棟には光回線を引き込み済みである。指定管理者は自らの負担

により回線契約を行い、受付付近及び総合管理棟内の 2 か所付近において Wi‑Fi 環境を

提供するとともに、安定的な通信環境の確保に努めること。 

 

 ②携帯電話の電波状況 

 山間部に位置しているため、携帯電話の電波状況はキャリアや利用場所により通信が

不安定または利用できない場合がある。当該状況についてあらかじめ認識するととも

に、必要に応じて利用者への周知等に配慮すること。 
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別紙 

施設及び設備の維持管理に関する仕様書 
 

 

Ⅰ章 総 則 
１．概要 

本仕様書は、神⼾市⽴洞川教育キャンプ場の敷地における建築物・その他構造物（以
下「施設」という。）及び電気・機械設備（以下「設備」という。）の点検・保守業務
及び修繕業務、設備の運転・監視業務等を円滑に実施するために必要な事項を定めた
ものである。 

２．対象施設・設備概要 
＜別紙−１＞に記載のとおり。 

３．法令の遵守等 
  本業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。 

４．施設管理業務責任者の選任 
  本業務の実施にあたり、施設管理業務責任者を選任すること。施設管理業務責任者

とは、本業務のすべてを総括的に把握し執行する者で、本業務における乙の責任者を
いう。 

５．法定資格者の選任 
  本業務の実施にあたり、＜別紙−２＞に記載する法定資格者を選任すること。なお、

資格者は重複しても差し支えない。法定資格者が不在または交代となる場合は、別途、
本市と協議するものとする。 

６．消耗品等 
   本業務に必要な工具類、消耗品等は、乙が負担すること。 
７．損害補償 
   管理上の瑕疵による、設備の故障等に伴う事業停止等に係る乙の損害について、甲

はこれを補償しない。 
８．業務の引継ぎ 

乙は､指定期間終了の日までに「次期指定管理者」に対して本仕様書に記載する業
務に関する引継ぎを行わなければならない。 

なお、「次期指定管理者」とは本指定期間後の指定管理者を言い、乙と同一の場合は
この限りで無い。 

 ９．施設・設備管理台帳 
乙は、施設・設備管理台帳（機器仕様・保守・点検・修繕・緊急対応の履歴の記録、

図面など）を電子データにより作成し、常に最新の状態に整理を行うこと。 
乙が、保守・点検、修繕及び緊急対応等を行った場合、乙は完了後直ちにその内容、

完了日、施工業者等を施設・設備管理台帳に記載すること。 
作成した施設・設備の維持管理に関する資料（管理台帳、図面等）は甲に帰属する。 

10．その他 
本仕様書に記載なきことも施設及び設備の維持管理に必要な事項は行うこと。 
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Ⅱ章 保全業務 

１．施設管理業務全体計画書 
下記項目を記載した施設管理業務全体計画書を作成し、業務開始前までに甲の承諾

を得ること。なお、内容に変更が生じた場合には、その都度訂正し甲に届け出ること。 
(1) 業務体制表（施設管理業務責任者を明記すること） 
(2) 法定資格者選任一覧表 
(3) 年間工程表（当該年度の月ごと及び業務内容ごとの工程表） 
(4) 月次・年次報告内容 

２．各種届出書等 
   下記項目について、その写しを甲に提出すること。 

(1) 本業務に関係する各種法令に基づき作成した書類など 
(2) 法定資格者として選任したものが資格を有することを証明する書類 

３．業務内容 
「Ⅰ章２．対象施設・設備概要」＜別紙−１＞の点検、保守及び修繕等の保全業務を
行い、常に良好な状態、性能及び美観を維持するよう努めること。業務仕様は乙が決
定しこれを行うが、下記に指定する項目は必ず実施すること。 
(1) 運転・監視及び日常点検・保守業務 

① 「建築保全業務共通仕様書（最新版を適用）」（一般財団法人 建築保全セン
ター発行）に基づき実施すること。なお、これに依らない場合、甲に承諾を
得ること。 

② 設備の運転状況や光熱水使用量等については定期的（月１回）に記録をとり
甲に報告すること。 

③ 各機器の運転に際しては、省エネルギーに留意して行うこと。なお、「エネル
ギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に規定
されるエネルギー使用状況届出書の届出対象施設については、甲と協議のう
え届出するものとする。 

④ 甲が提供する「市有施設の安全点検マニュアル」に基づき、年 2 回以上の日
常点検を行い、記録を保管すること。 

(2) 定期点検等及び保守業務 
① ＜別紙―３＞の項目に該当する法令点検、定期点検は、特記なき場合は「建

築保全業務共通仕様書（最新版を適用）」に基づき実施すること。なお、これ
に依らない場合、業務実施前に甲に承諾を得ること。 

② その他、法令等の規定により義務付けられている点検等については、法令等
を遵守し実施すること。 

(3) 修繕及び改修工事等 
① 上記(1)〜(2)の結果、修繕または改修工事等が必要であると判明した場合は、

「Ⅲ章 修繕及び改修工事等」に基づきこれを処理すること。 
② 協定書及び仕様書に基づき別途協議が必要なものについては、甲が指定する
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期日までに、改修を要する箇所・内容・当該箇所の写真及び費用等を記載し
た工事計画書（指定様式）を作成し、甲に提出すること。 

③ 費用については、公開単価の使用、複数見積の取得等、その妥当性が判断で
きるものとすること。 

４．報告 
(1) 「３．業務内容」に示す保全業務に関する報告書を、承諾を受けた「施設管理業

務全体計画書」に基づき、甲に提出すること。（年度末の年次報告書を含む）。 
５．検査 

(1) 甲は、「４．報告」に示す報告書や甲が別途指定する検査表による検査を行う。 
(2) 甲は(1)以外に必要に応じて保全業務の執行状況について検査等（実地調査（モニ

タリング）を含む））を行う。 
(3) 乙は(1)及び(2)により、甲が業務改善又は修繕等を指示した場合、これに従うこ

と。 
 
Ⅲ章 修繕及び改修工事等 

１．甲が所有する施設及び設備等の修繕等について 
(1) 修繕 

① 修繕とは、施設及び設備の劣化や損傷部分、機器等の性能又は機能を原状あ
るいは実用上支障のない状態まで回復させることを言い、下記の取扱区分に
従い、請負業者の選定・修繕費の支払い等、全て乙において行うこと。 

 ア．甲が定める修繕予算額の範囲内の場合 
     a．一件あたり 30 万円以下の修繕の場合 
       乙の裁量において行う。 
     b．一件あたり 30 万円を超える修繕の場合 
       乙は、修繕の内容について事前に甲と協議を行う。 
       協議の結果、修繕を実施する場合は、乙の裁量において行う。 

 イ． 甲が定める修繕予算額の範囲外の場合 
一件あたりの金額に関係なく、乙は、修繕の内容について事前に甲と協議
を行い、協議の結果、修繕を実施する場合は、乙の裁量において行う。修
繕の費用は、甲と協議を行う。 

② 修繕を実施した場合は、「Ⅱ章４．報告」に基づき、甲に報告書（図面・写真
等を含む。）を提出とともに、施設・設備管理台帳に記載すること。また、甲
が修繕のやり直しを指示した場合、これに従うこと。 

③ 修繕した機材等の所有権は甲に帰属する。 
(2) 改修工事等 

① 改修工事等とは、資本的支出に該当する工事であり、大規模改装、新築・増
築・改築、改造・改装とし、それぞれの区分は以下のとおりとする。（以下、
「改修工事等」と言う。） 
ア．大規模改装： 
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施設の主要構造部（壁、柱、床、はり、屋根又は階段（建築基準法第２条
第５号））の一種以上の過半に係る修繕、模様替えを言う。 

イ．新築・増築・改築： 
施設の延床面積の増（減）に係る行為を言う。 

ウ．改造・改装： 
上記ア、イ以外の建築等行為を言う。 

② 改修工事等に係る費用は、全て甲が負担する。 
③ 改修工事等は、全て甲が行う。 
④ 改修工事等を行う必要が発生した場合には、乙は甲に対して、「Ⅱ章３．(3)

−②工事計画書（以下「工事計画書」という。）」にて工事の依頼を行うこと
が出来る。甲は工事依頼があった場合、工事の必要性、工事計画書の妥当性
等を検討し、予算措置がされた場合のみ工事を行う。なお、甲の決定に対し
異議は認めないものとする。 

⑤ 甲が決定した工事の工期、日程、工法等について、異議は認めないものとす
る。工事にあたって乙はこれに協力すること。 

２．乙が投資して設置した施設及び設備等の修繕等について 
(1) 修繕 

① 修繕に係る費用は、全て乙が負担する。 
② 修繕は、全て乙が行う。 

(2) 改修工事等 
① 改修工事等に係る費用は、全て乙が負担する。 
② 改修工事等は、全て乙が行う。 
③ 改修工事等を行う場合、事前に甲と協議を行い、甲が承諾した後施工するこ

と。 
④ 改修工事等の完了後、直ちに甲に報告書（図面、施工前後の写真等）を提出

すること。甲が施工のやり直しを指示した場合、これに従うこと。 
⑤ 乙が、その指定の期間が終了した場合、又はその指定を取り消され、若しく

は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合、速
やかに原状に回復すること。原状に回復した後、直ちに甲に報告書（施工前
後の写真等）を提出すること。甲が施工のやり直しを指示した場合、これに
従うこと。ただし、当該施設及び設備等について、甲に帰属することとした
うえで、原状回復を要しないことを別途定めた場合はこの限りではない。 

３．緊急対応 
(1) 点検等により、施設及び設備等の脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、

継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすこ
とが想定される場合は、その区域を⽴入禁止にする等の危険防止措置を講じると
ともに、簡易な方法により応急措置を実施し、速やかに甲に報告すること。 

(2) 災害時、事故時又は機器故障等の緊急対応は、乙が行う。緊急対応後、修繕範囲
外と予測される場合、甲と協議の上その後の処置を決定する。なお、乙は、災害



5 

 

時、事故時又は施設の休業に及ぶなどの重大な機器故障等の発生時は、甲に速や
かに状況報告を行い、後日詳細な発生状況や対応結果などを記載した報告書を提
出すること。 

(3) 照明器具用安定器、トランス及びコンデンサ等の電気機器において、ポリ塩化ビ
フェニル（PCB）の使用が判明した場合は、甲に速やかに報告すること。 
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＜別紙―１＞ 対象設備・施設概要 

 

【設 備】 

１．浄化槽 

・48 人用槽合併浄化槽１基「洞川教育キャンプ場管理棟 概要」 

Ａ－１８・１９のとおり 

・汲取り槽１基「洞川教育キャンプ場建物リスト」16 ○26の北西に設置。 

２．別添「機器一覧表」のとおり 

 

【施 設】 

施設名称：神戸市洞川教育キャンプ場 

１．住 所：神戸市北区山田町下谷上中一里山４－１ 

２．用途地域：市街化調整区域 

３．敷地面積：３８，００８．５１７㎡ 

４．建築物：管理棟 別添：「洞川教育キャンプ場管理棟 概要」のとおり 

１）構造・規模：プレハブ造２階建 

２）延床面積：２９８．１２㎡ 

５．その他構造物等 

別添：「洞川教育キャンプ場建物リスト」のとおり ※１ 

（※１）その他構造物については、 便所、厨房、物置等 28 箇所の施設があります。 
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＜別紙−２＞法定資格者一覧表 
 
 

法定資格者名称 根拠法令等 選任 

防火管理者 消防法 ○ 

防災管理者 消防法 ― 

危険物取扱者 消防法 ― 

電気主任技術者 電気事業法 ― 

建築物環境衛生管理技術者 建築物における衛生的環境の確保に

関する法律 

― 

警報設備の監視、操作等に従事す

る者の資格（防災設備技能講習受

講者等） 

神戸市火災予防条例（第５０条４の５） ― 

総合操作盤又はこれらに類する制

御盤の監視、操作等に従事する者

の資格（防災設備技能講習受講者

等） 

神戸市火災予防条例（第５０条４の６） ― 

エネルギー管理員又はエネルギー

管理士 

エネルギーの使用の合理化に関する

法律 

― 

   

   

   

上記以外で必要となる法定資格者についても、乙において選任すること。 

〔凡例〕 

(○)は、選任が必要である。(－)は、不要である。 

(※)は、法令上の配置は不要であるが、本施設の維持管理を実施するに当たり必要な資格とする。 

 
  



8 

 

＜別紙−３＞法定・定期点検項目及び点検周期一覧表 

 
<法定点検> 

 点検項目 点検周期 備 考 

（〇） 

公共建築物定期点検(建築物) 

(建築設備)  

(防火設備)  

１回/３年 

１回／年 

１回／年 

建築基準法(※1) 

前回建築物点検 令和６年度に実施 

 ※外壁点検は対象外 

（〇） 消防設備点検 ２回／年 
消防法 （機器点検・総合点検） （※2） 

消防設備耐圧試験も含む。 

（〇） 浄化槽保守点検・清掃・検査 法令による 浄化槽法 

（〇） 空調設備点検 法令による フロン排出抑制法（簡易点検） 

 

※1 下記 URL を参照のこと。 

    https://www.city.kobe.lg.jp/a82789/business/todokede/jutakutoshikyoku/hozen/teikitenken.html 
※2 非常用発電設備の点検は、法令に基づき負荷運転を行うこと。 

※3 点検周期については、特記がある場合を除き、「建築保全業務共通仕様書（最新版を適用）」（国土交通省）
による。 

 
 

https://www.city.kobe.lg.jp/a82789/business/todokede/jutakutoshikyoku/hozen/teikitenken.html


洞川教育キャンプ場管理棟 概要 

 
 

□ 付近⾒取図・配置図 A−１ 

□ 配置図 A−３ 

□ １階平⾯図  A−４ 

□ ２階平⾯図 A―５ 

□ 矩計図 A−６ 

□ 電気設備 １階平⾯図  A―１１ 

□ 電気設備 ２階平⾯図  A―１２ 

□ 電気設備 電灯幹線全体配置図 A−１３ 

□ 機械設備 １階平⾯図  A−１４ 

□ 機械設備 ２階平⾯図  A−１５ 

□ 機械設備 改修後 平⾯図・現場写真  A−１６ 

□ 機械設備 改修後 平⾯図・詳細図・現場写真  A−１７ 

□ 機械設備 改修後 排⽔迂回平⾯図 A−１８ 

□ 機械設備 現況撤去 既設便所廻り平⾯図  A−１９ 

□ 仕様⼀覧表（建築）  A−２０ 

 



フォルダー
要求Ｎｏ．コマＮｏ．

分　　冊

平成 　　年    月　　日作成

１ ２ ３ ４ ５

分　類

番　号
縮　尺図面リスト

付近見取図

洞川教育キャンプ場管理棟借上

平成  27　年度

配置図

1：2000

凡例

は 敷 地 境 界 線 を 示 す新設管理棟

配置図　　　Ｓ＝1：2000

図面番号 A-1

新設管理棟を示す

は工事車両搬出入路を示す

至奥再度

ドライブウェイ

至有馬海道

21

工事車両搬出入路

工事場所：神戸市北区山田町下谷上中一里山4－1

敷地進入路　3,800

橋幅員　3,300

教育委員会事務局スポーツ体育課



配置図 1：100

２ ３ ４
平成２６年　９月　　日　作成

図面リスト　　　　　　　縮　尺

図面番号 /

施　設　番　号

課　長 係　長 担　当

Ｎ

洞川教育キャンプ場管理棟借上

平成 ２７ 年度

3

4,
50

0

2,
70

0

13
,5

00

3,
1
50

5,400
1,350

4,05010,800

倉庫 上る

踏込

実習室

会議室

足洗い場

女子便所

男子便所
シャワー室

廊下

ホール

玄関

洗濯機

4,
50

0

13
,5

00

4,
50

0

4,
50

0

1,800

10,800

3,150
3,150

900
2,250

3,
15

0

1,
6
50

2,700

2,750

犬走り

縦樋：ＶＰ75φ（６ヶ所）

犬走り

既設浄化槽：現状のまま

A-3 21教育委員会事務局スポーツ体育課



２ ３ ４

図面リスト　　　　　　　縮　尺

/

施　設　番　号

課　長 係　長 担　当

平成２６年　９月　　日　作成

床

巾木

壁

天井

その他

床

巾木

壁

天井

その他

長尺シート張り　厚２

シナベニヤ　厚５．５ ＳＯＰ

化粧石膏ボード 厚９．５

ケイカル板貼 厚６ ＡＥ

ソフト巾木　Ｈ＝１００

床

巾木

壁

天井

その他

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード 厚９．５

シナベニヤ　厚５．５ ＳＯＰ

化粧石膏ボード 厚９．５

ソフト巾木　Ｈ＝１００

床

巾木

壁

天井

その他

床

巾木

壁

天井

その他

長尺シート張り　厚２

化粧石膏ボード 厚９．５

シナベニヤ　厚５．５ ＳＯＰ

化粧石膏ボード 厚９．５

ケイカル板貼 厚６ ＡＥ

ソフト巾木　Ｈ＝１００

玄関 ホール・廊下 会議室

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード 厚９．５

ケイカル板貼 厚６ ＡＥ

男子便所・女子便所

シャワー室脱衣室・踏込

長尺シート張り　厚２

長尺シート張り　厚２

ソフト巾木　Ｈ＝１００

□　水廻りのコンセントは、接地極、接地端子付とする。

□　室名札　全室取付

□　延焼の恐れのある部分は法2条九の二　ロに規定する機能を有する防火設備

□　屋根及び軒裏並びに外壁は法22条区域内の防火性能を有するものとする。

（メーカー仕様）

□　廊下巾はＷ＝１２００以上確保する事。

2
,
2
5
0

9
0
0

3
,
1
5
0

3
,
1
5
0

2
,
7
0
0

1
,
8
0
0

1
0
,
8
0
0

4,500 4,500 4,500

13,500

5
,
4
0
0

1
0
,
8
0
0

1
,
3
5
0

4
,
0
5
0

3,150 3,1502,7004,500

13,500

１階　平面図

1：100

塗膜防水Ｘ－２（ウレタン）塗膜防水Ｘ－２（ウレタン）

塗膜防水Ｘ－２（ウレタン）

化粧石膏ボード 厚９．５

ＰＢ厚12.5の上ビニルクロス

ＰＢ厚9.5の上ビニルクロス

塗膜防水Ｘ－２（ウレタン） 塗膜防水Ｘ－２（ウレタン）

ＰＢ厚9.5の上ビニルクロス ＰＢ厚9.5の上ビニルクロス

塗膜防水Ｘ－２（ウレタン）

実習室

洞川教育キャンプ場管理棟借上

Ｎ

□　延焼の恐れのある部分の換気扇は防火ﾀﾞﾝﾊﾟー付とする。

□　照明器具の型式は原則、富士型とする。

□　屋外及び厨房等のコンセントは接地付(EET)とする。

□　自火報・誘導灯・消火器等消防法に適合すること。

□　建築基準法及び消防法の有窓とする。

会議室

廊下

±０

±０
ホール

±０

シャワー室

脱衣室

－50

±０

踏込

±０

－50

±０

倉庫

上框・下足箱

脱衣棚 ビニールカーテン

カーテンレール

・カーテン

手摺

（2550*310*1185）
下足箱：36名用

下足箱：48名用

（3400*310*1185）

Ｌ型手摺

Ｌ型手摺

カーテンレール２条

カーテンレール２条

上り框

ビニールカーテン

カーテン

給湯器

600

男子便所女子便所
玄関

－50

－50
－50

上る

凡例

は既設品再利用とする。

は新設家具を示す。

カーテンレール２条

上部：ＳＵＳ製フード

調理台
（1500×750）

：Ｈ＝1000
（上部たれ壁：Ｈ＝500）
天板：ＳＵＳ製厚1.0曲加工

カウンター

２層式流し台
（1500×750）

（洗濯機用）

洗濯機

脱衣棚：８名用
（1700*400*800）

足洗い場

（600×900）
調理台

（900×900）
コンロ台

（900×900）
コンロ台

３口コンロ

実習室

図面番号 A-4

サムターン付 サムターン付

□　便所：福祉のまちづくり条例のピクトサイン

□　棚等については、転倒防止措置を行う事。

支給業務用冷凍庫
（750×800）

（750×800）

支給業務用冷蔵庫

21
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□　コンセント類等の取付場所および取付高さは別途協議により決定する。



２ ３ ４

図面リスト　　　　　　　縮　尺

/

施　設　番　号

課　長 係　長 担　当

2
,
7
0
0

1
0
,
8
0
0

13,500

1
0
,
8
0
0

13,500

1：100

２階　平面図

4,500

8
,
1
0
0

4,500

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード 厚９．５

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード 厚９．５

大部屋（踏込） 小部屋（踏込）

長尺シート張り　厚２長尺シート張り　厚２

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード 厚９．５

ＰＢ厚９．５
シナベニヤ　厚５．５ ＳＯＰ

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード 厚９．５

ＰＢ厚９．５
シナベニヤ　厚５．５ ＳＯＰ

床

巾木

壁

天井

その他

長尺シート張り　厚２

化粧石膏ボード 厚９．５

ＰＢ厚９．５
シナベニヤ　厚５．５ ＳＯＰ

ソフト巾木　Ｈ＝１００

大部屋 小部屋 廊下

洞川教育キャンプ場管理棟借上

9,000

カーテンレール２条

カーテンレール２条

カーテンレール２条

カーテンレール２条

地板地板

カーテンレール２条 カーテンレール２条

9,000

（中段　１段）

手摺

□　水廻りのコンセントは、接地極、接地端子付とする。

□　室名札　全室取付

□　延焼の恐れのある部分は法2条九の二　ロに規定する機能を有する防火設備

□　屋根及び軒裏並びに外壁は法22条区域内の防火性能を有するものとする。

（メーカー仕様）

□　廊下巾はＷ＝１２００以上確保する事。

Ｎ

庇
庇

庇

踏込

廊下

踏込

＋50 ＋50

大部屋

±０

小部屋

□　照明器具の型式は原則、富士型とする。

□　屋外及び厨房等のコンセントは接地付(EET)とする。

□　自火報・誘導灯・消火器等消防法に適合すること。

□　建築基準法及び消防法の有窓とする。

図面番号 A-5

□　便所：福祉のまちづくり条例のピクトサイン

□　棚等については、転倒防止措置を行う事。

□　２階窓には転落防止手摺を設置すること。

タタミ寄せ：木製 タタミ寄せ：木製

（中段　１段）
タタミ敷厚55 タタミ敷厚55

21

□　コンセント類等の取付場所および取付高さは別途協議により決定する。

平成 ２７ 年度

教育委員会事務局スポーツ体育課

平成２７年５月　　日　作成

避難ハシゴ（既設品再利用）

上框　SOP 上框　SOP

固定棚(新設)：Ｈ＝ＦＬ+875

固定棚(新設)：Ｈ＝ＦＬ+875

カーテンレール・手摺

・固定棚・地板

カーテンレール・手摺

・固定棚・地板



LGS壁下地石膏ボードt=9.5下地
GW　 t=100充填

壁

２ ３ ４

図面リスト　　　　　　　縮　尺

図面番号 /

施　設　番　号

課　長 係　長 担　当

平成２６年　９月　　日　作成

1,
25

0

GW　 t=100敷込

1,
25

0

GW　 t=100敷込

2
,5

00

35
0

2,
50

0

35
0

9
00

ガルバリュウム鋼板瓦棒葺(t=0.4シルバー仕上)

下地）アスファルトルーフィング22㎏品

野地板：耐水合板t=12

母屋：72*72/2＠ 455

屋根

3

10

棟押え：ガルバリュウム鋼板t=0.4
換気役物

矩計図

1：30

10,800

4
5
0

3,
00

0

2
2
5

1
,
6
2
0

3
,
1
3
5

5,400800

最高の高さ

軒高

2FL

1FL

GL

LGS天井下地

アルミ引違い窓
(法2条九の二　ロに規定する

機能を有する防火設備）

転落防止手摺

額縁：集成材CL
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（ﾀﾞﾌﾞﾙ）

額縁：集成材CL
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（ﾀﾞﾌﾞﾙ）

LGS壁下地
GW　 t=100充填

壁

石膏ボードt=9.5下地

アルミ引違い窓
(法2条九の二　ロに規定する
機能を有する防火設備）

小部屋

会議室

LGS壁下地
腰

シナベニヤｔ＝5.5 ＳＯＰ塗り
GW　 t=100充填

基礎：メーカー仕様による

通気口 45
0

水切：カラー鉄板ｔ＝0.35

鋼製束＠900

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ 150*150
断熱材t=75

砕石t=100

ポリエチレンフィルムt=0.15

土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=120直金ごて

床パネル：合板ｔ＝１２

ラワン合板ｔ＝4 木桟９０ｘ９０／３＠３００

床パネル：合板ｔ＝12 木桟９０ｘ９０／３＠３００

LGS天井下地

天井：化粧石膏ボードt=9.5

天井：化粧石膏ボードt=9.5

巾木：ビニル巾木H=100

床：ビニル床シートt=2

ラワン合板t=4　強化石膏ボードｔ=12.5

6
,
5
8
5

8
,
4
3
0

洞川教育キャンプ場管理棟借上

A-6

9
00

90
2
5

7
85

タタミ寄せ：杉

660

地板：複合フローリング厚12

21

床：タタミ敷　厚55

固定棚

窯業系サイディング 

t=15又は16　透湿防水シート

平成 ２７ 年度

教育委員会事務局スポーツ体育課



床

巾木

壁

天井

その他

床

巾木

壁

天井

その他

長尺シート張り　厚２

シナベニヤ　厚５．５　ＳＯＰ

化粧石膏ボード　厚９．５

ケイカル板貼　厚６　ＡＥ

ソフト巾木　Ｈ＝１００

床

巾木

壁

天井

その他

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード　厚９．５

シナベニヤ　厚５．５　ＳＯＰ

化粧石膏ボード　厚９．５

ソフト巾木　Ｈ＝１００

床

巾木

壁

天井

その他

床

巾木

壁

天井

その他

長尺シート張り　厚２

化粧石膏ボード　厚９．５

シナベニヤ　厚５．５　ＳＯＰ

化粧石膏ボード　厚９．５

ケイカル板貼　厚６　ＡＥ

ソフト巾木　Ｈ＝１００

玄関 ホール・廊下 会議室

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード　厚９．５

ケイカル板貼　厚６　ＡＥ

男子便所・女子便所

シャワー室脱衣室・踏込

長尺シート張り　厚２

長尺シート張り　厚２

ソフト巾木　Ｈ＝１００

□　水廻りのコンセントは、接地極、接地端子付とする。

□　室名札　全室取付

□　延焼の恐れのある部分は法２条九の二　ロに規定する機能を有する防火設備

□　屋根及び軒裏並びに外壁は法２２条区域内の防火性能を有するものとする。

（メーカー仕様）

□　廊下巾はＷ＝１２００以上確保する事。

２
，

２
５

０
９

０
０

３
，

１
５

０
３

，
１

５
０

２
，

７
０

０
１

，
８

０
０

１
０

，
８

０
０

４ ， ５ ０ ０ ４ ， ５ ０ ０ ４ ， ５ ０ ０

１ ３ ， ５ ０ ０

５
，

４
０

０

１
０

，
８

０
０

１
，

３
５

０
４

，
０

５
０

３ ， １ ５ ０ ３ ， １ ５ ０２ ， ７ ０ ０４ ， ５ ０ ０

１ ３ ， ５ ０ ０

塗膜防水Ｘ－２（ウレタン）塗膜防水Ｘ－２（ウレタン）

塗膜防水Ｘ－２（ウレタン）

化粧石膏ボード　厚９．５

ＰＢ厚１２．５の上ビニルクロス

ＰＢ厚９．５の上ビニルクロス

塗膜防水Ｘ－２（ウレタン） 塗膜防水Ｘ－２（ウレタン）

ＰＢ厚９．５の上ビニルクロス ＰＢ厚９．５の上ビニルクロス

塗膜防水Ｘ－２（ウレタン）

実習室

Ｎ

□　延焼の恐れのある部分の換気扇は防火タ゛ンハ゜ー付とする。

□　照明器具の型式は原則、富士型とする。

□　屋外及び厨房等のコンセントは接地付（ＥＥＴ）とする。

□　自火報・誘導灯・消火器等消防法に適合すること。

□　建築基準法及び消防法の有窓とする。

Ｂ Ｂ

ＢＢ

ＡＡ

Ｃ

Ｄ

Ｃ Ｄ

Ｃ

Ｃ

ＡＡ

ＡＡ

上框・下足箱

脱衣棚 ビニールカーテン

カーテンレール

・カーテン

手摺

６００

上る

業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫

（冷凍庫用） （冷蔵庫用）

調理台

：Ｈ ＝１ ０００カウンター

２層式流し台
脱衣棚：８名用

足洗い場

（６００×９００）
調理台

（９００×９００）
コンロ台

（９００×９００）
コンロ台

３口コンロ

２ ３ ４

図面リスト　　　　　　　縮　尺

図面番号 ／

施　設　番　号

課　長 係　長 担　当

平成２６年　９月　　日　作成

平成　２７　年度

Ａ

Ｂ

ＣＤ

倉庫

実習室

会議室

玄関
女子便所 男子便所

シャワー室廊下

ホール

踏込 脱衣室

（上部たれ壁：Ｈ＝５００）

ＷＰ
Ｂ

Ｂ

Ｂ

ＷＰ

ＷＰ

洗濯機

（洗濯機用）

Ｄ

凡例

ＬＥＤ照明器具（壁付ミラーライト）

ＬＥＤ照明器具（防水型ブラケット）

ＬＥＤ照明器具（壁付）

ＬＥＤ照明器具（天井付）

電灯分電盤

コンセント

ＷＰ

換気扇　３００φ

※前面ガード付、防虫網付とする

防水型コンセント

テレビアンテナ端子

電話受口

スイッチ（片切り、３路）３

Ｂ

３

１：１００

Ａ２

１階　平面図

洞川教育キャンプ場管理棟借上
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□　棚等については、転倒防止措置を行う事。

□　コンセント類等の取付場所および取付高さは別途協議により決定する。

教育委員会事務局スポーツ体育課



２
，

７
０

０

１
０

，
８

０
０

１ ３ ， ５ ０ ０

１
０

，
８

０
０

１ ３ ， ５ ０ ０

４ ， ５ ０ ０

８
，

１
０

０

４ ， ５ ０ ０

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード　厚９．５

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード　厚９．５

大部屋（踏込） 小部屋（踏込）

長尺シート張り　厚２長尺シート張り　厚２

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード　厚９．５

ＰＢ厚９．５
シナベニヤ　厚５．５　ＳＯＰ

ソフト巾木　Ｈ＝１００

床

巾木

壁

天井

その他

化粧石膏ボード　厚９．５

ＰＢ厚９．５
シナベニヤ　厚５．５　ＳＯＰ

ソフト巾木　Ｈ＝１００

床

巾木

壁

天井

その他

長尺シート張り　厚２

化粧石膏ボード　厚９．５

ＰＢ厚９．５
シナベニヤ　厚５．５　ＳＯＰ

ソフト巾木　Ｈ＝１００

大部屋 小部屋 廊下

タタミ敷厚５０ タタミ敷厚５０

９ ， ０ ０ ０

避難ハシゴ（移設）

９ ， ０ ０ ０

Ａ Ａ

Ｂ Ｂ

Ｂ Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

ＥＤＣ

ＡＡ

ＡＡ

上框 上框

カーテンレール・手摺・棚 手摺

□　水廻りのコンセントは、接地極、接地端子付とする。

□　室名札　全室取付

□　延焼の恐れのある部分は法２条九の二　ロに規定する機能を有する防火設備

□　屋根及び軒裏並びに外壁は法２２条区域内の防火性能を有するものとする。
（メーカー仕様）

□　廊下巾はＷ＝１２００以上確保する事。

カーテンレール・手摺・棚

地板 地板

Ｎ

庇
庇

庇

踏込

廊下

踏込

大部屋小部屋

□　照明器具の型式は原則、富士型とする。

□　屋外及び厨房等のコンセントは接地付（ＥＥＴ）とする。

□　自火報・誘導灯・消火器等消防法に適合すること。

□　建築基準法及び消防法の有窓とする。

２ ３ ４

図面リスト　　　　　　　縮　尺

図面番号 ／

施　設　番　号

課　長 係　長 担　当

平成２６年　９月　　日　作成

洞川教育キャンプ場管理棟借上

平成　２７　年度

凡例

ＬＥＤ照明器具（壁付ミラーライト）

ＬＥＤ照明器具（防水型ブラケット）

ＬＥＤ照明器具（壁付）

ＬＥＤ照明器具（天井付）

電灯分電盤

コンセント

ＷＰ

換気扇　３００φ

※前面ガード付、防虫網付とする

防水型コンセント

テレビアンテナ端子

電話受口

スイッチ（片切り、３路）３

Ｂ

１階平面図記入分

３

Ａ
Ｂ

ＥＤＣ

２階　平面図 １：１００

Ａ２

A-12
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□　棚等については、転倒防止措置を行う事。

□　コンセント類等の取付場所および取付高さは別途協議により決定する。

□　２階窓には転落防止手摺を設置すること。

教育委員会事務局スポーツ体育課



③

②

①

Ｓ

Ｓ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｓ－２

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ａ

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑬

⑭ ⑮

⑯

⑰

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｓ

Ｓ－Ｂ

Ｓ－Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

① ～ ⑰

⑪

Ｗ Ｗ

改修

架
空

関電柱

シュホウ２２

Ｗ Ｓ

引込盤取替え
（結線図参照）

（結線図参照）
新設開閉器盤

既設開閉器盤
（改修結線図参照）

ＯＷ３８°ｘ３

既設のまま

車道

林道

ＤＶ
３
８°

ｘ３

既設ＯＷ２.６ｘ２

既設ＯＷ２.６ｘ２

既設ＯＷ２.６ｘ２
既設ＯＷ２.６ｘ２

既設ＯＷ２.６ｘ２

既設ＯＷ２.６ｘ２

既設ＯＷ２.６ｘ２

既設ＯＷ３.２ｘ２

既設ＯＷ３.２ｘ２

既 設 開 閉 器 盤 （ Ｓ － ２ ） 改 修 結 線 図

ＩＶ３８°ｘ３（Ｇ３６）

Ｅ５．５゜（ＶＥ１６）

既設のまま

ＭＣＢ３Ｐ

ＯＷ３８°ｘ３

既設のまま

既設のまま

Ｄ

（注）実線部分を新設とし、中蓋の改修も含む。

ＥＭ－ＩＥ３８°ｘ４（Ｇ４２）
ＥＭ－ＩＥ３８°ｘ２

・
・
・

ＭＣＢ３Ｐ５０／２０、ＥＬＢ２Ｐ５０／３０

ＩＶ８°ｘ２、１４°ｘ２（Ｇ２２）

・既設

・既設

※下記、撤去する事
５０／３０ＡＴ ５０／５０ＡＴ

ＭＣＢ３Ｐ
１００／１００ＡＴ

ＥＭ－ＣＥＴ３８°

Ｅ５．５゜（ＶＥ１６）

Ｄ

（Ｇ４２）

ＥＭ－ＣＥＴ３８°（Ｇ４２）

ＯＷ３８°ｘ３ 既設のまま

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＤＶ３８°ｘ３

・ ・新旧 接続

既 設 引 込 盤 （ Ｓ － １ ） 結 線 図

Ｅ５．５゜（ＶＥ１６）

（Ｇ４２）ＣＶＴ３８°ＣＶＴ３８°（Ｇ４２）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＭＣＢ３Ｐ
５０／５０ＡＴ

Ｄ

ＥＭ－ＣＥＴ６０°（Ｇ５４）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ６０°（Ｇ５４）

１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ

新 設 引 込 盤 （ Ｓ － Ａ ） 結 線 図

Ｅ８゜（ＶＥ１６）

ＭＣＢ３Ｐ
１５０／１２５ＡＴ

Ｄ

新設開閉器盤
（結線図参照）

新 設 開 閉 器 盤 （ Ｓ － Ｃ ） 結 線 図

ＭＣＢ３Ｐ

Ｅ５．５゜（ＶＥ１６）

Ｄ

・ ・

５０／２０ＡＴ

新旧接続

既設ＯＷ２．６ｘ２

新 設 開 閉 器 盤 （ Ｓ － Ｂ ） 結 線 図

ＭＣＢ２Ｐ

ＥＭ－ＣＥ３．５°－２Ｃ
（Ｇ２２）

（Ｇ３６）

ＥＭ－ＣＥＴ２２°

（ＯＷ３８°ｘ３） （ＯＷ６０°ｘ３）

（ＯＷ３．２ｘ２） （ＯＷ３８°ｘ２）

（ＯＷ２．６ｘ２） （ＯＷ３８°ｘ２）

既設ＯＷ２.６ｘ２

既設ＯＷ３.２ｘ２

既設ＯＷ２.６ｘ２
既設ＯＷ２.６ｘ２

Ｅ

ポ ー ル 沿 い 露 出

Ｅ

露 出

Ｓ Ｕ Ｓ 製 ・ 屋 外 型 （ メ ー カ ー 標 準 品 ）

木 柱 沿 い 露 出

木 柱 沿 い 露 出

新 築 管 理 棟 へ

架 空

Ｘ
Ｘ

Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ

Ｅ

Ｘ Ｘ

Ｘ
Ｘ

接 地 極 撤 去

※ 引 込 盤 及 び 配 管 配 線 撤 去（ 引 込 ポ ー ル は 既 設 の ま ま ）

ポ ー ル 沿 い 露 出ポ ー ル 沿 い 露 出

構 内 柱② へ関 電 柱 よ り

ポ ー ル 沿 い 露 出

関 電 柱 よ り

ポ ー ル 沿 い 露 出

② へ構 内 柱

Ｓ Ｕ Ｓ 製 ・ 屋 外 型 （ メ ー カ ー 標 準 品 ）

Ｅ 接 地 極 新 設

露 出露 出

Ｅ

露 出

Ｓ Ｕ Ｓ 製 ・ 屋 外 型 （ メ ー カ ー 標 準 品 ）

架 空

木 柱 沿 い 露 出

木 柱 沿 い 露 出

１ ． 　 　 　 　 は 既 設 構 内 柱 を 示 す 。

２ ． 　 　 部 分 を 下 記 の 様 に 改 修 す る 事 。

既 設 架 空 配 線 を 新 設 架 空 配 線 に 改 修

既 設 架 空 配 線 を 新 設 架 空 配 線 に 改 修

３ ． 　 　 部 分 を 下 記 の 様 に 改 修 す る 事 。

既 設 架 空 配 線 を 新 設 架 空 配 線 に 改 修

４ ． 　 　 部 分 を 下 記 の 様 に 改 修 す る 事 。

（ 注 ）

※ 　 必 要 に 応 じ て 既 設 構 内 柱 の 補 強 を 行 う 事 。

※ 　 現 場 を よ く 調 査 し た 上 で 、 既 設 と 整 合 の 取 れ た 施 工 を 行 う 事 。

第4シェルター

庭井ハウス

便所(3)

管理棟(2)

第3シェルター

厨房(1)

便所(1)

第1シェルター

管理棟(1)

第2シェルター

管理棟(3)

厨房(3)

厨房(2)
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図面リスト 縮　尺

図面番号

施 設 番 号

Ｅ－０３０１－００

Ａ２

洞 川 教 育 キ ャ ン プ 場 管 理 棟 借 上

　　　　　　Ａ２　１／７００　　Ａ３　１／７００√２

電灯幹線　改修図

係　　　長

５ｃｍ

課 長 担　　　当

平成２７年度

平成２７年　　月　　日作成

管
理
棟



２ ３ ４

図面リスト　　　　　　　縮　尺

図面番号 /

施　設　番　号

課　長 係　長 担　当

2
,
2
5
0

9
0
0

3
,
1
5
0

3
,
1
5
0

2
,
7
0
0

1
,
8
0
0

1
0
,
8
0
0

5
,
4
0
0

1
0
,
8
0
0

1
,
3
5
0

4
,
0
5
0

１階　平面図

洞川教育キャンプ場管理棟借上

平成 ２７ 年度

会議室

廊下

±０

±０
ホール

±０

シャワー室

脱衣室

－50

±０

踏込

±０

－50

±０

倉庫

男子便所女子便所
玄関

－50

－50
－50

上る

業務用冷凍庫 業務用冷蔵庫

（750×800）
（冷凍庫用） （冷蔵庫用）

調理台

（750×800）

（1500×750）
２層式流し台
（1500×750）

（洗濯機用）

洗濯機

脱衣棚：８名用
（1700*400*800）

足洗い場

（600×900）

凡例Ｎ

厨房

ガス給湯器 ２４号（高効率給湯タイプ）

ＳＵＳ製排気フード（一重・箱型）

（2700×950×700Ｈ）

有圧

（900×900）
コンロ台

（900×900）
コンロ台 ３口コンロ

調理台

ガス給湯器 ５０号２連結（高効率給湯タイプ）

3,150 3,1502,7004,500

13,500

１階平面図　　　１／５０

注）グリーストラップ詳細及び設置位置は、監督員と協議し決定のこと。

注）換気扇、有圧換気扇は強弱運転機能付とする。

凡例

は既設品再利用とする。

は新設家具を示す。

混合栓

個数

１

男子便所

洋風大便器（ＦＶ）

小便器（ＦＶ）

洗面器（自動水栓）

２

２

個数

洋風大便器（ＦＶ）

女子便所

３

１洗面器（自動水栓）

個数

１

シャワー・脱衣室

シャワー水栓

洗濯機用水栓

７

１洗濯パン

個数厨房

洗面器（自動水栓） １

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓 ２

シャワー栓

給水栓

排水目皿１００φ

※前面ガード付、防虫網付とする
換気扇　３００φ（電気設備工事）

有圧
厨房用　メッシュタイプ
電動シャッター付

有圧換気扇　３００φ（本工事）

機械設備

1：50

消

消

消火器 ＡＢＣ１０型
（シグナルスタンド共）

消火器 ＡＢＣ１０型
（シグナルスタンド共）

注）シャワー水栓はサーモスタット、台所用混合水栓はシングルレバー・ホースノズル機能付とする。

注）屋外散水栓はＳＵＳ製箱とし、散水栓はキー式・カップリング付とする。

注）各器具に凍結防止措置又は器具を寒冷地仕様とする。

注）排水は既設浄化槽（４８人槽）再使用のこと。（既設排水管の迂回工事含む。）

注）水道本管圧が高い為、水道局北センターと協議の上、減圧弁を設置すること。

注）プロパンボンベ５０ｋｇ×２本×２列を設けること。（屋外にプロパンボンベ庫設置）

注）男子便所・女子便所設置の洋風大便器の便座は、暖房便座とする。

A-14

平成  年　 月　　日　作成

21教育委員会事務局スポーツ体育課



２ ３ ４

図面リスト　　　　　　　縮　尺

図面番号 /

施　設　番　号

課　長 係　長 担　当

2
,
7
0
0

1
0
,
8
0
0

13,500

1
0
,
8
0
0

13,500

２階　平面図

4,500

8
,
1
0
0

4,500

洞川教育キャンプ場管理棟借上

平成 ２７ 年度

9,000

9,000

Ｎ

庇
庇

庇

踏込

廊下

踏込

＋50 ＋50

大部屋

±０

小部屋

機械設備

1：50

凡例

換気扇　３００φ（電気設備工事）

※前面ガード付、防虫網付とする

消

消火器 ＡＢＣ１０型
（シグナルスタンド共）

２階平面図　　　　　１／５０

平成  年　 月　　日　作成

A-15 21教育委員会事務局スポーツ体育課



５ ５ｃｍ 図 版

月　　日 作成

３１ ２ ４

図面リスト 　縮　尺

A  2

図面番号 課 長　 係　　　長 担　　　当

施 設 番 号

年　
　現場写真　　         　NO SCALE

Ｅ－０３０１－００

川

川

川

川

川

川

川

川

車道

車道

管理建物

林道

車道

出入口

林間宿舎

水道
本管 200φ

水道本管 200φ

別 紙 平 面 詳 細 図 参 照

別 紙 平 面 詳 細 図 参 照

（ＡＳ）

（土）

（土）

（土）

Ａ

Ｂ

Ａ　矢視図 Ｂ　矢視図

改修後 給水引込 平面図　　　　　　　　１／４００ 　平面図　　A2 1/400  A3 1/400√2

屋外埋設 50PE

屋外埋設 50PE

屋外埋設 50PE

屋外埋設 50
PE

別
紙

平
面

詳
細

図
参

照

屋外埋設 40
HIV

P

洞 川 教 育 キ ャ ン プ 場 管 理 棟 借 上
平成２７年度

平成   

A-16

 機械設備　改修後
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５ ５ｃｍ 図 版

平 月　　日 作成

３１ ２ ４

図面リスト 　縮　尺

A  2

課 長　 係　　　長 担　　　当

施 設 番 号

年　

Ｅ－０３０１－００

門

道
路
境
界
線

出入口

車道

（ＡＳ）

（ＡＳ）

＜既存舗装仕上げ＞
（ＡＳ３号工）

舗装掘削部

掘削影響部
車道

水
道
本
管
 200φ

水
道
本
管
 200φ

（ボックス共）

川

川

橋

（土）

（土）

（ＡＳ）

川

通路 通路

石垣

橋

（保温仕様は標準仕様書 冷水・冷温水管の項 Ｅ2・(ハ)・Ⅲとする）

（
保

温
仕

様
は

標
準

仕
様

書
 冷

水
・

冷
温

水
管

の
項

 Ｅ
2・

(ハ
)・

Ⅲ
と

す
る

）

石垣

石垣

石垣

石垣

（土）

配管施工の際 石垣撤去し、施工後 コンクリートにて復旧

配管施工の際 石垣撤去し、施工後 コンクリートにて復旧

石垣

6
00

3
,0

00

3,500

改修後 橋廻り 平面詳細図　　　　　　１／５０

改修後 橋廻り 断面詳細図　　　　　　１／５０

改修後 給水引込部 平面図　　　　　　１／１００

Ａ　矢視図

Ｂ　矢視図

Ｃ　矢視図

Ｄ　矢視図

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ

配管施工の際 石垣撤去し、施工後 コンクリートにて復旧

配管施工の際 石垣撤去し、施工後 コンクリートにて復旧

　現場写真　　         　NO SCALE

　詳細図　　　A2 1/50  A3 1/50√2
　平面図　　A2 1/100  A3 1/100√2

屋外埋設 50
PE

橋
 側

面
露

出
 5

0S
GP

-V
A

橋 側面露出 50SGP-VA 屋外埋設 50PE

止水栓 ５０（ボックス共）

水道メーター設備 ５０㎜

屋
外
埋
設
 5
0P
E

屋外埋設 50PE

屋外埋設 50
PE

（コンクリート巻き）

配管施工の際 石垣撤去し、施工後 コンクリートにて復旧

屋外埋設 50PE

（コンクリート巻き） （コンクリート巻き）

（コンクリート巻き）
屋外埋設 50PE

屋
外
埋
設
 50PE

洞 川 教 育 キ ャ ン プ 場 管 理 棟 借 上
平成２７年度

図面番号 A-17

成  

 機械設備　改修後
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計画建物

２ ３ ４

図面リスト　　　　　　　縮　尺

図面番号 /

施　設　番　号

課　長 係　長 担　当

平成２６年　９月　　日　作成

洞川教育キャンプ場管理棟借上

平成 ２７ 年度

機械設備　改修後

排水迂回 平面図

1：100

250Ｈ

４８人槽

既
設
給
水
管
 2
5H
IV
P

既
設
給
水
管
 25HIVP

既設給水管 25
HIV

P

既設排水管 125VP

既設ＦＲＰ製合併処理浄化槽

既設排水管 150VP

既設汚水桝
600Ｈ

既設汚水桝
990Ｈ

既設汚水桝

280
Ｈ

既設塩ビ製小口径桝

25H
IVP

125VP

125VP

125VP

125VP

125VP

会 所 リ ス ト

塩ビ製小口径桝

深 さ名　　　称記号

Ａ

Ｂ

蓋

４００

注 ） 桝 深さは参考値とする。

　 ） 小口径桝には、ＶＵ－ＶＰ変換ソケットを使用すること。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

（ １２５－２００　９０°Ｌ ）

汚　水　桝　　（ ４５０×４５０ ）

汚　水　桝　　（ ４５０×４５０ ）

塩ビ製小口径桝

塩ビ製小口径桝

（ １２５－２００　ＳＴ　）

（ １２５－２００　９０°Ｌ ） ５９０

５１０

４３０

３７０

塩ビ製 蓋

塩ビ製 蓋

鋳鉄製 蓋

ＭＨＡ

ＭＨＡ

注）　破線表示（　　　　　　）は既設、実線表示（　　　　　　）は新設を示す。

注）　　　　　　　　　表示は既設配管との接続を示す。

注）　上記排水図は上流系統よりの排水の迂回図を示す。

　　　新設建物の排水は図示桝又は配管に接続し既設浄化槽に導くこと。

既設排水管 12
5VP

改修後 排水迂回 平面図　　　　　　１／１００

Ａ－18 21教育委員会事務局スポーツ体育課



２ ３ ４

図面リスト　　　　　　　縮　尺

図面番号 /

施　設　番　号

課　長 係　長 担　当

平成２６年　９月　　日　作成

洞川教育キャンプ場管理棟借上

平成 ２７ 年度

解体便所

（建物内部は別紙図面参照）

機械設備　現況撤去

既設便所廻り 平面図

1：100

25HIVP

25HIVP

20HIVP

20HIVP

20HIVP
25HIVP

20H
IVP

25H
IVP

25
HI
VP

25HIVP

125VP

125
VP

125VP

125VP

125VP

150VP

（ボックス共）

ＧＶ 25 ＜撤去＞

（ボックス共）

ＧＶ 20 ＜撤去＞

600Ｈ

250Ｈ

塩ビ製小口径桝

 ＜現況のまま＞

汚水桝 ＜
現況のまま＞

280
Ｈ

ＦＲＰ製合併処理浄化槽４８人槽
＜現況のまま＞

汚水桝 ＜現況のまま＞

汚水桝 ＜現況のまま＞990Ｈ
汚水桝 ＜現況のまま＞

汚水桝 ＜撤去＞
400Ｈ

汚水桝 ＜撤去＞
470Ｈ

540Ｈ

汚水桝 ＜撤去＞

現況撤去　既設便所廻り 平面図　　　　１／１００

注）　（　　　　　　）表示は、器具・配管類の撤去を示す。
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図面番号　　　　Ａー20/21

仕
上

耐水ベ
ニヤ

タタミ敷

ビニル床
シート

（防滑仕
上）

ビニル
床シー

ト

塗膜防水
Ｘ－２

（ウレタン）

ＰＢクロ
ス貼り

シナ
ベニヤ

ケイカ
ル版

ベニヤ
(パネ
ル)

化粧Ｐ
Ｂ

厚 5.5mm 55ｍｍ 2mm 2mm 2mm 9..5㎜ 5.5mm 6mm 2.5mm 9.5mm

塗
装

OS － － － SOP ＡＥ 任意 ー

仕
様

下地耐
水ベニヤ

ｔ4

下地耐
水ベニヤ

ｔ4

下地耐
水ベニヤ

ｔ4
軽鉄下地

軽鉄下
地＋PB
　ｔ＝9.5

軽鉄下地
カーテンレー

ル共

土間
○

会議室 1 ○ ○ ○ ○ 1 ○

土間
○

土間
○

土間

○

踏込・脱衣室 1 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ カーテン

土間

○

倉庫 1 ○ ○ ○ ○ ○ 1

廊下 1 ○ ○ ○

大部屋 1 ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ 手摺・カーテンレール（２条）・上框・棚

小部屋 1 ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ 手摺・カーテンレール（２条）・上框・棚

ホール 1 ○ ○ ○ ○ ○ 手摺

屋内階段 1 ○ ○ ○ ○ ○ ノンスリップ・手摺

ビニールカーテン・目皿1 ○ ○○○ ○

1 手摺・目皿

シャワー室 1

○○男子便所 1 ○

○

目皿・カウンター1○ ○

下足箱、上框

実習室 1

玄関 1 ○

家具類・その他手摺

○ ○

カーテ
ンレー
ル

カーテン
及びビ
ニール
カーテン

室名札
(箇所)

室
数

床 壁 天井
備考

1

洞川教育キャンプ場管理棟借上　仕様一覧表　

本体

○ ○ ○ホール ○

女子便所 1 ○ ○

付属品
その他付帯施設

○ 1 手摺・目皿



■は対象を示す

非常警報設備（非常ベル） パナソニック　BG7021H 1 台 ホール 1 2015年製
非常警報設備（非常ベル） パナソニック　BG7021H 1 台 廊下 2 2015年製
誘導灯設備 小型（C級） 2 避難口 1
誘導灯設備 小型（C級） 3 避難口 2
誘導灯設備 小型（C級） 3 通路 1

消火器 消火器 外観粉末（蓄圧式10型） 14 本

総合管理棟に６台（１階
3本、２階３本）、事務
所、事務所前、屋外調
理場1、第2炊さん場、屋
外調理場3、第2管理小
屋、いのしし食堂、りす
食堂

単位 設置場所 設置階数 備考

非常警報器具
(非常放送設備）

誘導灯

機器一覧表（防災設備）

設備名称 機器名称 仕様 数量

6



機器一覧表（機械設備）

総合管理棟
機器番 機器名 仕様 相-電圧 動力ｋW 系統 台数 設置場所 設置階数 機器設置年度 備考

換気扇 30cm 2 会議室 1 2016年
換気扇 30cm 3 シャワー室 1 2016年 脱衣所1、シャワー室2
換気扇 30cm 1 男子便所 1 2016年
換気扇 30cm 1 女子便所 1 2016年
換気扇 30cm 2 大部屋 2 2016年
換気扇 30cm 2 小部屋 2 2016年
有圧換気扇 1 厨房 1 2016年 SUS製厨房用
給気口 2 会議室 1 2016年
給気口 1 厨房 1 2016年
給気口 2 大部屋 2 2016年
給気口 2 小部屋 2 2016年
洋風便器（暖房便座） 2 男子便所 1 2016年
洋風便器（暖房便座） 3 女子便所 1 2016年
小便器 2 男子便所 1 2016年
洗面器 1 男子便所 1 2016年 自動水栓
洗面器 1 女子便所 1 2016年 自動水栓
洗面器 1 厨房 1 2016年 自動水栓
シャワー水栓 7 シャワー室 1 2016年 サーモスタット
台所用混合水栓 2 厨房 1 2016年 シングルレバー
洗濯機パン 1 シャワー室 1 2016年
洗濯機用水栓 1 シャワー室 1 2016年
ガス給湯器 24号元止め式 2 シャワー室 屋外 2016年
ガス給湯器 24号元止め式 1 厨房 屋外 2016年
グリーストラップ 1 厨房 屋外 2016年
SUS排気フード 1 厨房 1 2016年
プロパンボンベ　50kg 4 屋外 屋外 2016年
足洗水栓 2 足洗場 屋外 2016年
散水栓 4 屋外 屋外 2016年 給湯なし

空冷ヒートポンプパッケー
ジエアコン

壁掛け型
冷房能力4,300kcal/h　暖房能力4,800kcal/h

1-200 2.11 2
2階和室1
1階外部

2階和室1
1階外部

2019年製

森のサイト
洋風温水暖房便器 1 森トイレ男子 1階 2021年
洋風温水暖房便器 3 森トイレ女子 1階 2021年
小便器 3 森トイレ 1階 不明
洗面器 2 森トイレ 1階 不明
つるくび自在水栓 4 森炊事場 1階 不明
横水栓 4 森水道 1階 2023年
ホース接続用横水栓 1 森水道 1階 2023年

太陽のサイト
横水栓 4 炊事場 1階 2024年
横水栓 3 水道 1階 2025年
凍結防止付横水栓 1 水道 1階 2026年
凍結防止付ホース接続用横水栓 1 水道 1階 2026年
浄化槽用エアーポンプ 2 総合管理棟屋 1階 不明



機器番 機器名 仕様 相-電圧 動力ｋW 系統 台数 設置場所 設置階数 機器設置年度 備考

川のサイト
横水栓 12 炊事場 1階 2023年
自在水栓 5 炊事場 1階 不明
洋風温水暖房便座 1 男子便所 1階 2024年
小便器 2 女子便所 1階 2024年
足洗い場横水栓 1 女子便所前 1階 2026年
シャワー水栓 2 シャワー室 1階 2022年
自在水栓 1 シャワー室屋外 1階 2022年
混合水栓 1 シャワー室屋外 1階 2022年
横水栓 1 シャワー室屋外 1階 2022年
足洗場横水栓 1 事務所前 1階 2021年

空冷ヒートポンプパッケー
ジエアコン

壁掛け型
冷房能力4,800kcal/h　暖房能力5,700kcal/h

1-200 1.6 1 事務所内 1階 2021年

換気扇 1 事務所内 1階 2021年



機器一覧表（電気設備、建築関係他）

総合管理棟

コンセント（接地極・接地端子付） 3 厨房 1

コンセント 1式

【1階】
会議室
脱衣室・
踏込
玄関
ホール
廊下
【2階】
大部屋
小部屋
廊下

1・２

防水コンセント（接地端子付） 1 シャワー室 1
防水コンセント（接地端子付） 3 外壁 外壁
電話受口 1 会議室 1
電話受口 1 ホール 1
テレビ受口 1 会議室 1
テレビ受口 1 大部屋 2
テレビ受口 1 小部屋 2
テレビアンテナ 1 屋外 屋外
電灯分電盤 1 ホール 1

一般照明器具（LED）・
スイッチ

1式

【1階】
会議室
シャワー

室
脱衣室・
踏込

男子便所
女子便所
厨房
玄関
ホール
廊下
倉庫
階段
【2階】
大部屋
小部屋
廊下

1・２

外灯照明器具 1式

外壁
【1階】
玄関
ホール
廊下
階段
【２階】
大部屋
小部屋
廊下

1・２・屋外

森のサイト
品名 電気容量 台数 設置日
蛍光灯 1 不明
蛍光灯 1 不明
蛍光灯 1 2023年
蛍光灯　外灯 1 不明
蛍光灯 4 2020年
蛍光灯
蛍光灯 1 不明
蛍光灯 1 不明
蛍光灯 1 不明
蛍光灯 1 不明
蛍光灯 1 不明
蛍光灯 1 不明
投光器 1 2020年
投光器 1 2020年
投光器ディライト 2 2020年
投光器ディライト 2 2020年

120ｃｍ×1灯用
60ｃｍ×1灯用

機器名 仕　　　　　　様 電気容量 台数

60ｃｍ×1灯用
60ｃｍ×2灯用
120ｃｍ×1灯用

電柱とも

第一管理小屋

男子トイレ
女子トイレ
第1厨房
第1厨房

場所仕　　様

第一管理小屋

あじさい食堂

男子トイレ
女子トイレ

120ｃｍ×2灯用
120ｃｍ×1灯用

120ｃｍ×1灯用

120ｃｍ×1灯用

第一管理小屋

グラウンド
炊さん場
通路
通路

120cm×1灯用

120ｃｍ×1灯用 第一管理小屋
60ｃｍ×1灯用



太陽のサイト
蛍光灯 2 2023年
蛍光灯 2 2020年
蛍光灯 2 2020年
投光器 1 2020年
投光器 1 2020年
蛍光灯 6 2021年
蛍光灯 2 2023年
蛍光灯外灯 1 不明
蛍光灯外灯 1 2023年

川のサイト
蛍光灯 6 2021年
蛍光灯 10 2022年
蛍光灯 1 不明
蛍光灯 1 不明
蛍光灯外灯 1 不明
蛍光灯 2 不明
蛍光灯 1 不明
投光器 1 2020年
投光器 1 2020年
投光器 1 2020年
投光器 1 2020年
投光器 1 2020年
蛍光灯 1 不明

受付事務所
蛍光灯 6 2021年
蛍光灯 2 2021年

電柱とも テントサイト通路
電柱とも 正面入り口

60ｃｍ×1灯用 シャワー室内

電柱とも グラウンド
電柱とも いのしし食堂前
電柱とも シャワー室前

120ｃｍ×1灯用 第3管理小屋

60ｃｍ×1灯用 女子トイレ
60ｃｍ×1灯用 男子トイレ

60ｃｍ×1灯用 第2管理小屋外

120ｃｍ×1灯用 いのしし食堂

60ｃｍ×1灯用 室内外

120ｃｍ×1灯用 炊さん場
120ｃｍ×2灯用 第3管理小屋

120ｃｍ×1灯用 りす食堂
120ｃｍ×1灯用 第2管理小屋
60ｃｍ×1灯用 第2管理小屋外

60ｃｍ×1灯用
60ｃｍ×1灯用

電柱とも
電柱とも

総合管理棟前
りす食堂前

炊事場上側
炊事場下側

120ｃｍ×1灯用 室内

60ｃｍ×1灯用 炊さん場

60ｃｍ×1灯用 第3管理小屋



洞川教育キャンプ場建物リスト
建築物番号 名称 建築面積（㎡） 床面積（㎡） 高さ（ｍ）

1 シャワー室 7.84 7.84 3.25
2 物置・シェルター(シェルター撤去済) - - -
3 事務室 23.94 13.95 4.25
4 杭置場 8.28 8.28 2.80
5 第２管理小屋 27.81 27.81 3.45
6 第２厨房 19.98 19.44 3.10
7 第３管理小屋 14.06 14.06 3.75
8 第３厨房 126.43 126.43 4.61
9 薪小屋 5.32 5.32 2.50
10 大仏殿トイレ 18.42 18.42 3.50
11 第１厨房 30.60 30.60 3.00
12 あじさい食堂 66.50 66.50 2.90
13 第１管理小屋 14.06 14.06 3.70
14 手洗場 9.06 8.57 2.90
15 物置 7.20 7.20 2.70
16 コーラーハウス・トイレ 14.85 10.45 3.1
17 手洗場 3.00 3.00 2.10
18 物置 5.72 5.72 2.40
19 物置 7.20 7.20 2.20
20 物置 3.30 3.30 2.10
21 物置 4.16 4.16 2.20
22 物置 3.96 3.96 2.20
23 物置 2.18 2.18 2.00
24 物置 5.22 5.22 2.00
25 物置 8.64 8.64 -
26 総合管理棟 146.34 291.60 8.31
27 いのしし食堂 68.04 68.04 4.25
28 りす食堂 59.54 59.54 4.09

711.65㎡ 841.49㎡
【建物一覧に関する留意事項】

※本一覧及び次頁以降に掲載する写真及び外郭図については、いずれも参考資料として取り扱うものとし、

　縮尺、寸法、配置等の正確性を保証するものではない。

 ※施設の一部については、補修・改修等の影響により、既存図面と現況の寸法、配置及び仕様に　

　差異が生じている場合がある。

※本一覧の記載内容と現況が異なる場合は、現況を優先する。

※応募にあたっては、必要に応じて現地確認等により状況を把握すること。

合計























更新前

更新後

































洞川教育キャンプ場 いのしし食堂                  建築物番号 27 

 

洞川教育キャンプ場 りす食堂                      建物番号 28 

 
 



要望等の記録及び事故報告に関する仕様書 

 

Ⅰ 要望等の記録について 

１ 関係条例 

神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例（平成 18 年 9月条例第 13 号）  

 

２ 要望等への基本的姿勢 

要望者の立場に立ち、誠実かつ丁寧な対応に努めてください。 

不当要求行為が行われた場合(不当要求行為が行われるおそれが切迫していると認める場

合を含む。)は、市民に信頼される公正で公平な職務の執行及び職員等の安全の確保を図る

ため、複数の職員等により組織的に毅然とした態度で対応してください。 
 

  〇不当要求行為とは（条例第２条第６号に準ずる） 

(1) 正当な理由なく次に掲げることを求める行為 

① 特定のものに対して著しく有利な又は不利な取扱いをすること。 

② 特定のものに対して義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨げること。 

③ 職務上知ることのできた秘密を漏らすこと。 

④ 執行すべき職務を行わないこと。 

⑤ ①から④までに掲げるもののほか、法令等に違反すること又は職員等の職務に係る倫理

に反することを行うこと。 

(2) 職員等の公正な職務の執行を妨げることが明白である要望等をする行為 

(3) 暴力又は乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段により要望等をする行為 

 

３ 要望等の記録 

(1)記録の対象となる要望等 

「指定管理者以外のもの」が、「指定管理者に対して行う」、「当該指定管理者の職務に関す

る」、「要望、提言、提案、相談、意見、苦情、依頼その他これらに類するもの」を指します。 

なお、要望等の内容が以下のいずれかに該当するときは、記録しないことができます。（条例

第８条に準ずる。） 

① 公式又は公開の場における要望等であって、議事録その他これに類するものとして別

途記録がなされるとき。 

② 要望等の内容が単なる問い合わせ又は事実関係の確認にすぎないことが明白であると

き。 

③ 公職者以外のものからの要望等であって、その内容が次のいずれかに該当するとき(当

該要望等の内容が自己又は第三者に特別の利益又は不利益を与えることを求めるもの

であって、公正で公平な市政運営を阻害するおそれがあると認めるときを除く。)。 

ア 日常的に行われる営業活動に係るもの 

イ 多数の者が利用する公の施設における利用者その他の関係者との間で日常的になさ

れるもの 

ウ 相談業務における要望等で職員等が多数の要望者に順次応対するような場合であっ

て、記録することが困離なもの 

エ 相談業務における要望等でその場で用件が終了し、職員等が要望者に対して改めて対

応し、又は回答する必要がないもの 



(2)要望を受けたときの流れ 

＜口頭で要望等を受けたとき＞ 

①要望等の記録 

以下ア～クまでの事項について、簡潔に記録してください。記録の際は、不実又は虚偽の

記載をしてはいけません。 

ア 要望等を受けた日 

イ 要望等を受けた方法 

ウ 要望等を受けた場所 

エ 要望者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の

団体にあっては要望等を行った者の所属する部署の名称、役職名及び氏名 

オ 要望等を受けた職員等の所属、補職及び氏名 

カ 要望等の件名及び内容 

キ 要望者に対し回答した内容 

ク 前各号に掲げるもののほか、要望等を記録するため必要な事項 

 

②市への報告等 

要望等を任意の様式に記録したら、市に報告してください。指定管理者が検討している要

望への対応方針があれば、市への報告に含めてください。 

市と要望等への対応方針について協議した場合であって、協議の結果、指定管理者の権限

で対応可能と判断された場合は、指定管理者の責任と負担において対応することとします。 

 

③要望者への回答 

要望者への回答が改めて必要な場合は、指定管理者が行うこととします。 

 

＜書面又はメール等の電磁的記録により要望等を受けたとき＞ 

①要望等の把握 

要望等の意図及び内容を正確に把握するために、要望者にその内容を確認してください。

確認の方法に指定はありません。 

 

②市への報告等、③要望者への回答 

＜口頭で要望等を受けたとき＞の場合と同様です。 

 

Ⅱ 事故報告について 

１ 概要 

(1)次項に定める事故が起きた場合は、速やかに市にご一報ください。 

(2)その上で、速やかに指定の様式で市に報告し、進捗があるごとに指定の報告書にまとめて

市に提出してください。 

  

２ 報告対象の事故 

報告対象の事故は大きく分けて「情報セキュリティインシデント」と「その他の事故」の２

つに分類され、各分類に応じた報告対象と報告様式があります。 



(1)「情報セキュリティインシデント」 

①報告が必要な事案 

情
報
漏
え
い 

情報漏えい

もしくはそ

のおそれの

あるもの 

○書類の誤交付（窓口等において誤った相手先に交付、別人の書類の混

入等） 

○郵送・電子メール・ＦＡＸの誤送付 

・宛先を誤って送付、郵便局の配達ミス 

・別人の書類、ファイルの混入 

・メールアドレスの漏えい（本来 BCC で送付すべきところを誤った場

合） 

○システムの誤操作（別人の情報を誤ってシステム内で紐づけ、非公開

情報を誤って公開等） 

○紛失・盗難 

・書類の盗難・紛失（事務室内の紛失等も含む） 

・電子記録媒体（USB メモリ等）の盗難・紛失 

※機密情報の有無に関わらず報告が必要 

・パソコンの盗難・紛失 

※機密情報の有無に関わらず報告が必要 

○内部犯行 

・利用権限のない職員による情報システムの不正利用 

 ・利用権限がある職員による情報システムの目的外利用 

○ＳＮＳ・掲示板サイトからの漏えい 

・ＳＮＳや掲示板サイトへの機密情報の記載 

 

シ
ス
テ
ム
障
害
等 

サイバー攻

撃もしくは

そのおそれ

のあるもの 

○ウイルス等のマルウェア感染 

・端末やサーバ等のマルウェア感染 

○ＷＥＢサイトの改ざん 

・ウイルス等不正なプログラムの埋め込み 

・単純な書き換え 

○DoS 攻撃、DDoS 攻撃等 

・大量の接続要求を送りつけてサーバに負荷をかける攻撃 

○外部からの不正アクセス 

・外部からのインターネット等を通じたサーバ等への不正アクセス 



システム上

の欠陥及び

誤動作 

○システム障害 

・システムやネットワークの不具合、プログラムや設定等の誤りによ

り、施設利用者の手続き等に影響が生じた場合。 

・システムやネットワークの不具合、プログラムや設定等の誤りによ

り、指定管理施設に勤務する職員の手続きや、指定管理業務に関す

る事務処理に多大な影響が生じた場合。 

上記のほか、報告の要否について判断に迷う場合は、市に相談してください。 

②報告様式 

・別紙報告様式 通報・検出票 

・別紙報告様式 情報セキュリティインシデント報告書（情報漏えい用） 

・別紙報告様式 情報セキュリティインシデント報告書（システム障害用） 

※提出先：spo_kikaku@city.kobe.lg.jp 

  

mailto:spo_kikaku@city.kobe.lg.jp


(2)「その他の事故」 

①報告が必要な事案 

①指定管理者（職員・

スタッフ）として

ふさわしくない行

為 

地方公務員法第29条第１項各号に準ずる事実があると思われる場合 

〇地方公務員法（昭和25年12月法律第261号） 
(懲戒) 
第29条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処
分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 
(1) この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基
づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違
反した場合 

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 

②現金、物品その他

財産の亡失又はき

損 

（通常の管理の下に

おいて発生した動

植物及び物品等の

亡失・き損を除

く。） 

・現金 

  歳入歳出に属さないもの（つり銭資金、拾得金等）も含む。 

・物品 

  神戸市物品会計規則第３条(1)～(6)に準ずるもの 

〇神戸市物品会計規則（昭和39年3月規則第82号） 
(物品の整理区分) 
第3条 物品は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、そ
の使用程度、その他特別の理由によりこの区分によりがたい物品については、会
計管理者の承認を経て、他の区分に整理することができる。 
(1) 備品 次に掲げるもの(本市が使用のために有償又は無償で借り入れている
ものを除く。) 
ア その性質形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるも
の 

イ 性質は次号の消耗品に属するものであつても、標本、陳列品として保管す
べきもの 

(2) 消耗品 次に掲げるもの(前号イ及び第6号イに掲げるものを除く。) 
ア 実験用材料品として使用するもの 
イ アに掲げるもののほか、その性質形状が1回又は短期間の使用によつて効
用を失うもの(次号から第5号までに掲げるものを除く。) 

ウ 贈与を目的とするもの 
エ 比較的長期間にわたつて使用される物品で前号アの備品の程度に至らな
いもの 

(3) 材料品 工事又は作業の用に供し、建造物、製作品、加工品等の実体を構成
するもの 

(4) 郵便切手類 郵便切手、収入証紙、乗車券その他これらに類するもの 
(5) 生産品 労力及び器具機械等を利用して産出したもので売却を目的とする
もの 

(6) 借用物品 次に掲げるもの(本市が使用のために有償又は無償で借り入れて
いるものに限る。) 
ア その性質形状を変えることなく比較的長期間にわたつて使用に耐えるも
の 

イ 性質は第2号の消耗品に属するものであつても、標本、陳列品として保管す
べきもの 

・その他財産 

  現金及び物品を除く、市及び指定管理者の所有に属する財産 

  ※指定管理者の所有に属する財産については、施設の管理運営

に支障が出る場合 

③指定管理者が職務

において第三者に

損害を与えた事実

又は財産若しくは

営造物により第三

者に損害を与えた

事実 

以下の場合であり、いずれも人身・物損、故意・過失を問わない。 

・指定管理者が職務において、他人に損害を与えた場合 

・施設や財産の設置又は管理に瑕疵があったために、他人に損害が生

じたと思われる場合 

・その他施設の使用関係等において他人に損害が生じた場合 

上記のほか、報告の要否について判断に迷う場合は、市に相談してください。 

 



②報告様式 

・別紙報告様式 事故等速報 

・別紙報告様式 事故報告書兼通知書（自動車事故以外） 

・別紙報告様式 自動車事故報告書兼通知書 

※提出先：spo_kikaku@city.kobe.lg.jp 

 

mailto:spo_kikaku@city.kobe.lg.jp


発見者（指定管理者）→市（施設所管課） 

通報・検出受付票 

   令和  年  月  日   

 

□ 神戸市○○局区長 宛  

報告者  指定管理者名             

責任者                

１．通報者 

 （□外部 □内部） 

組  織  名 （外部の場合省略可） 

役     職 （外部の場合省略可） 

氏     名  

メールアドレス  

連絡先電話番号  

２．通報日時 令和  年  月  日（  ） (午前・午後)  時  分頃 

３．発生場所 

（システム） 

（【システム障害】あるいは【情報漏えい】が発生した（恐れのある）場所あるいはシステムを記載） 

 

４．発生事象の内容 

（【システム障害】あるいは【情報漏えい】が発生（恐れのある）事象を判明している範囲で記載） 

 

 

 

 

 

 

 

５．備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 情報セキュリティインシデント報告書（情報漏えい）

□　企画調整局デジタル戦略部担当課長（情報政策担当）神⼾市○○局区⻑ 宛

報告者

指定管理者名
（指定管理施設名）

責任者氏名

tel

E-mail

１．件名 ※必須項目

２．漏えい区分 ※最終報必須項目

※その他の場合

３．流出元 ※最終報必須項目

1 指定管理者名

2 再委託先

名称

連絡先

住所

3
その他
（右に記載）

４．流出させた者 ※最終報必須項目

※その他の場合

５．経過 ※必須項目

発生

発覚

通報

６．漏えいの内容 ※必須項目

どのような情報か

個人情報の有無

項目

漏えい件数（概数）

いつ時点の情報か

保存形式（暗号化/パ
スワード/平文の別）

７．通報者 ※必須項目

外部/内部

組織名

役職

氏名

E-mail

連絡先電話番号

８．事案の概要 ※必須項目

発生日時

発生の内容

発覚日時

発覚の内容

事故速報・事故報告書兼通知書



 情報セキュリティインシデント報告書（情報漏えい）

□　企画調整局デジタル戦略部担当課長（情報政策担当）神⼾市○○局区⻑ 宛

報告者

指定管理者名
（指定管理施設名）

責任者氏名

tel

E-mail

事故速報・事故報告書兼通知書

９．被害状況 ※必須項目

2次被害のおそれ

詳細内容を追記

10．報告・報道対応 ※必須項目

市長・副市長への
報告

報道発表、報道等
への掲載

報道について、発表
済み・予定ありの場合
はその日時・件名

※最終報必須項目

12．被害者対応 ※最終報必須項目

13．緊急措置の実施 ※最終報必須項目

※最終報必須項目

15．警察への連絡状況

16．備考

※市が入力

※指定管理者が
入力

11．インシデント
発生の原因

14．組織対応（再
発防止策）



指定管理者→市（施設所管課） 

情報セキュリティインシデント報告書【システム障害】 

（第  報）□続報あり □最終報 

（事故速報・事故報告書兼通知書） 

          ※第２報以降は、追記・訂正箇所を朱書きにしてください。 
   令和  年  月  日   

神戸市○○局区長 宛  

報告者  指定管理者名             

責任者氏名              

ＴＥＬ                

E-mail                

１．障害システム名 

※必須項目 

（システム名・再委託業者名） 

 

２．障害種別 

※最終報必須項目 

（複数回答可） 

１．情報の破壊（ＷＥＢサイトの改ざん等） 

２．システム障害（ハードウェア障害） 

３．システム障害（ソフトウェア障害） 

４．システム障害（ネットワーク障害） 

５．ウイルス等のマルウェア感染 

６．不正コードの実行 

７．システム等への侵入 

８．システム等への攻撃（ＤＤｏｓ攻撃） 

９．その他（                            ） 

 

３．障害事象の概要 

※必須項目 

（【障害】の事象（何ができない状態になっているか）について判明している範囲で記載） 

 

 

 

システム稼働状況 □影響なし □停止中 □一部稼働中 □復旧済 

他の事業者等への波及可能性  □有   □無 

４．通報者 

（□外部 □内部） 

 ※必須項目 

 

組  織  名  

役     職  

氏     名  

メールアドレス  

連絡先電話番号  

５．情報連絡日時 

※必須項目 
令和  年  月  日（  ） (午前・午後)  時  分 

※指定管理者から報告書を受領後、施設所管課から企画調整
局デジタル戦略部に報告する際は、デジタル戦略部指定の
様式（イントラページ参照）に書き換えてください。 



６．発生日時 

※必須項目 
令和  年  月  日（  ） (午前・午後)  時  分 

７．判明日時 

※必須項目 
令和  年  月  日（  ） (午前・午後)  時  分 

８．経緯 

 ※必須項目 

（【障害】にいたった経緯等判明している範囲で事故発生時から時系列で記載） 

日時 事象・対応状況等 

  

 

  

 

  

 

  

 

（補足情報） 

 

（対応状況） 

□事象継続中    □事後調査実施中   □今後の対応策を検討中 

９．報告・報道対応 

 ※必須項目 

市長・副市長への報告   □市長まで 

             □副市長まで 

             □予定無 

指定管理者による報道発表、報道等への掲載   □済  □予定有 □予定無 

（済・予定有の場合は日時・件名） 

 

10．障害の原因 

※最終報必須項目 

（【障害】の原因（〇〇の故障、不調、△△ウイルスの感染等）について判明している範囲で記載） 

 

 

11．緊急措置の実施 

（緊急措置を実施した場合、その内容を記載） 

 

 

12．警察への 

連絡状況 

 

 

13．備考 
 

 

 

※この欄は市が記入します 



 

事 故 等 速 報 (第   報) 

   令和  年  月  日  時 分報告 

□ 神戸市○○局区長 宛 

報告者 指定管理者名                

責任者                

連絡先                               

１．施設名   

２．事故等発生日時 令和  年  月  日（  ） (午前・午後)  時  分頃 

３．事故等発生場所  施設内 ・ 施設外（  区    町） 

４．関係職員名  

５．事故等内容 

１．職員・スタッフの服務事故 ２．財産の亡失又はき損等  

３．その他事故（①職員・スタッフによる損害 ②施設等による損害 ③自動車事故） 

４．その他（              ） 

６．相手方 

1.市民  ２.その他（         ） ３.不明  ４.相手方なし 

氏名                 年齢（  ）才 

７．事故の概要 

 

８．被害状況 

人身 (被害程度) 物損（被害物件の種別・損傷の程度等）等、分かる範囲で、記載すること 

９．事故後の措置・ 

対応・状況 

事故後の関係先への連絡・現場対応・現時点での状況等について記載すること 

１０．プレス予定 

※現時点の予定（見込

み）でかまいませんの

で、ご記入ください。 

☐予定あり    ／  ☐予定なし 

１１．添付資料 
必要に応じて、位置図、被害状況の略図等を添付すること 

 

 

※事案発生の事実と現在確認できている事項を、事案発生後、可及的速やかに（事案発生日の翌日まで

には）、施設所管課に報告すること。 

また、本様式はあくまでも速報用であり、別途、事故通知書兼報告書を内容確定次第速やかに提出す

ること。 

※行財政局総務課（内部統制ライン）に報告する際は、

施設所管課名と所属長名を追記すること。 



 
事 故 報 告 書 兼 通 知 書 

 

（表題）  
 

１ 指定管理者名                   （指定管理施設名：              ） 

２ 事故発生日時  

３ 事故発生場所 
（施設名等） 

 

４ 事故関係者 
指定管理者  

相 手 方  

５ 事故の概要（発生時の業務・事故状況）  
  

６ 被害の状況（損害の程度） 
 

７ 事故原因 
 

８ 事故発生後の措置（示談解決の見通し，解決方針等） 
 

９ 再発防止策（施設責任者記入） 
  

（事故関係職員・スタッフへの指導） （本年度事故件数） 件 

10 統括責任者の所見 

  

注１）太線の枠内は，漏れなく記載してください。 

注２）必要に応じて，地図，写真，文書，記者発表資料，新聞記事，直近年度中の同種事故報告等の資料を添付してください。 

注３）事故が複雑・多様にわたるときは，本書は要点記入にとどめ，別紙に詳細を記載し，本書に添付してください。 

注４）自動車事故の場合は，別に定めた報告書を使用してください。 

注５）統括責任者とは、施設責任者の上位の者を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

【令和６年４月様式】 

※行財政局総務課（内部統制ライン）に報告する際は、施設

所管課名と所属長名を追記すること。 



 
自 動 車 事 故 報 告 書 兼 通 知 書 

 
１ 指定管理者名 

  

（指定管理施設名：               ） 

２ 事故発生日時 

 

３ 発生場所（住所，道路名，施設名等）  

４ 

本 

市 

（
事 

故 

関 

係 

運 

転 

者 

（氏名）     （ 歳） 

（職務としての運転経験） 年  

（役職） 

５ 

相 

手 

方 

（
事 

故 

関 
係 

（住所・氏名・年令・生年月日） 

 

車 

両 

（車番）  

（車種）  

（車名）  

（車両保有者の住所・氏名（会社名）） 

 

同 

乗 

者 

（役職・氏名） 

 

 

車 

両 
（車番）  

（車種）  

（車名）  

６ 事故の概要（発生時の業務・事故状況） 

  

７ 事故原因 

  

８ 事故発生後の措置（示談解決の見通し等） 

  

９ 応急措置病（医）院名 

  

10 事故届出警察署（派出所）名 

  

11 損害内容，程度 

（本市） 人： 

物： 

 

（相手方） 人： 

物： 

12 

事故類型 

該当項目を 

□で囲む。 

人 

対 

車 

両 

車 両 同 士 車 両 単 独 種 別 過 失 責 任 

正
面
衝
突 

側
面
衝
突 

出
合
頭
衝
突 

接 
 

触 

追 
 

突 

そ 

の 

他 

転 
 

倒 

路
外
逸
脱 

衝 
 

突 

そ 

の 

他 

人
身
事
故 

物
損
事
故 

本 
 

市 

相 

手 

方 

双 
 

方 

不 
 

明 

13 再発防止策（施設責任者記入） 

  

（事故関係職員・スタッフへの指導）  （本年度事故件数） 件 

14 統括責任者の所見 

  

注１）太線の枠内は，漏れなく記載してください。 

注２）地図，写真，見積書，診断書等，必要に応じて資料を添付してください。 

注３）事故が複雑・多様にわたるときは，本書は要点記入にとどめ，別紙に詳細を記載し，本書に添付してください。 

注４）統括責任者とは、施設責任者の上位の者を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

※行財政局総務課（内部統制ライン）に報告する際は、施設

所管課名と所属長名を追記すること。 


